
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[会場] ホテルアークリッシュ豊橋 

[日時] 令和8年１月6日(水) 午後2時30分～ 

東三河懇話会  

特別号 

令和 8 年  

東三河８市町村長を囲む 

新春懇談会  
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皆さん、明けましておめでとうございます。2026

年、令和 8 年の新しい年が始まりました。今回で

第 56 回の歴史を刻んでいる『令和 8 年東三河 8 市

町村を囲む新春懇談会』を挙行いたしましたとこ

ろ、東三河各自治体及び湖西市の首長の皆さまを

はじめ、経済界、大学、行政の皆さまに多数のご

出席を賜り誠にありがとうございます。 

今年は「丙午（ひのえうま）」の年です。これは

「燃える馬」という意味であり、日本では古くか

ら「丙午生まれの女性は男を焼き尽くす」といっ

た迷信が定着しています。その顕著な社会現象と

して、60 年前の 1966 年には出生数が前年度比で

46 万人も減少しました。これは、当時の出生数の

4 分の 1 が減ったことになり、大変な出来事であ

り、日本社会において「空気」によってこうした

現象が起きた典型的な例だと言えると思います。

現代の超情報化社会においても、ネット上の根拠

のない話が社会現象となり、後に大きな影響を与

えることがあります。私たちは、情報の収集力・

判断力・洞察力を兼ね備え、情報の「本質」を見

極めなければなりません。 

近いうちには汎用型 AI が一般化し、コンピュー

ターが人間の認知能力をある部分で超えてくると

言われています。これが社会全体に浸透するのは

2040 年から 2045 年頃とされていますが、すでに

その時代に入っていると思います。例えば、これ

までは人間が操作していた車も、ソフトウェアが

制御する「自動運転」の世界へと変わります。こ

れが家庭に入ればロボットが介護や家事サービス

を担い、医療・福祉施設や工場、港湾でも自動化・

無人化が進むと予想されます。 

そのような時代に、人間は何をすべきかをあら

ためて考えなければなりません。未来は誰にも分

かりません。だからこそ、個人や組織、地域が「将

来こうなりたい」というビジョンを掲げ、人間の

英知と努力、そして連携によってそれを実現して

いくことが重要です。 

今年のパネルディスカッションのテーマは『縮

減社会を見据えた各自治体におけるまちづくりの

将来像』とさせていただきました。人口が減る状

況においても、ロボティクスや自動化技術の活用

により、人がいなくても社会が回る仕組みは間違

いなく整ってきます。その中で、いかに「質のい

い社会」を作っていくかが問われています。また、

日本では毎年 100 万人の人口が減る一方で、現在

は約 40 万人の外国人が雇用不足を補っています。

多文化共生が成り立つ地域社会をどうデザインす

るかも非常に重要な課題となります。 

これまでの医療・介護・教育などの諸制度は、

右肩上がりの成長を前提とした社会構造に基づい

ています。これらを社会改革として変えていかな

ければなりません。国がやるべきこともあります

が、市町村や「東三河」という連携の中で解決で

きることもあると思います。縮減社会として人口

減少は既知の事実となっていますが、リーダーの

皆様には 2030 年、2040 年という将来を見据え、

ビジョンを大いに語っていただきたいと考えてい

ます。 

本日は、前年同様 大西 隆 先生のコーディ

ネートのもと、東三河の 8 名の首長さんに加えて、

湖西市長さんと愛知県の江口副知事さんにもご参

加いただきました。各自治体が今後取り組む重点

施策と将来のビジョンについて大いに語っていた

だき、新年に相応しい東三河のあるべき姿を皆さ

まとともに考え、やるべきことを共有する場とし

たいと思います。 

東三河懇話会は、1971 年（昭和 46 年）に始まっ

た『4 市長を囲む新春午さん会』から東三河の広

域自治連携の重要性を唱えており、これは地域の

持続的発展には欠かせない枠組みであると考えま

す。これからも『東三河はひとつ』を合い言葉に、

未来に向けた地域づくりを目指し、より戦略的に

産学官民の繋がり、地域の繋がりを進める提案、

呼びかけのネットワークセンターとしての役割を

担ってまいりたいと思います。年頭にあたり、東

三河地域の確かな歩みと、本日お集まりの皆さま

のご健勝、ご多幸を祈念し、開会にあたりまして

私からの挨拶とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

開 会 挨 拶  

東三河懇話会  会長 神野 吾郎  
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2025 年の日本人の出生数

について、推計値は 66.7 万人

とされています。2024 年は

68.6 万人ですから、2 万人減

少しています。団塊の世代と

呼ばれる 1948 年前後は毎年

270 万人前後でしたので、そ

の百万の位の部分が減ってし

まったのです。 

私が報道されているのを見て心配したのは、今ま

では結婚しない人が増えて出生数が減っているので

はと言われていましたが、去年の新しい傾向として、

配偶者がある方の出生率が減ったということです。

結婚数自体は、コロナの時に少し下がり、以降は横

ばいとなり 47 万組程度で推移しています。そのカッ

プルに最初の子どもが生まれるまでの期間が伸びて

いるというわけです。これまでは結婚してもらうた

め出会いをうまく作るといった、出会いのための仕

組みに取り組んでいる自治体も多くあります。しか

し、結婚しても将来子どもを育てるのにお金がかか

るという心配が先に立ち、なかなか子どもを作ろう

としなかったり、作っても 1 人となってしまうケー

スも多いようです。このように次から次に新しい問

題が登場して、人口減少、本日の縮減というテーマ

に、根底でつながっているわけですが、これは相当

深刻な問題だという気がいたします。 

 こうした人口減少による影響として、昨年は熊に

よる人的被害が多発し話題となりました。中山間地

では、熊以外でも、猪、鹿、猿による農作物への被

害が深刻な状況となっています。人間と野生動物と

の境界線は、動物側がテリトリーを拡大していると

思います。人間も自然界の一部ですので、その数が

減れば、動物がそこに進出してくるのは当然だと思

います。私は元々都市計画を専攻しており、その分

野で言うと、空き家問題が深刻になっています。誰

かが所有していて、今まで住んでいた人が住まなく

なり、管理ができなくなったという空き家が多くあ

ります。自治体側や地域にとっても、所有権がある

ため勝手にそれを処分するわけにはいきません。空

き家にどう対処するか考えた場合、最も良い対処の

仕方は誰かが有効に使うことだと思います。所有権

を移転しないまでも所有者の許しを得て地域のため

に使うとか、あるいは若い人が商売のためにそこを

使うといったものです。こうした事例の報道はたく

さんありますが、実際はごくわずかであり、大半は

空き家のままです。 

 資料に「東三河 8市町村長を囲む新春懇談会」とあ

りますが、実は湖西市も入っておりますので、東三河

8 市町村プラス 1 ということで、市町村の皆さんに資

料の作成のご協力をいただいておりますので、こちら

も参考にしながらお聞きいただければと思います。 

 1 つ目のテーマは、それぞれ皆さん新年の抱負が

あると思いますので、それぞれの我が市、我が町、

我が村は今年何をするのかについてお話をいただき

ます。後半の第 2部になりますが、これが全体のテー

マである「縮減社会を見据えた各自治体におけるま

ちづくりの将来像」について、それぞれの市・町・

村がどう描かれているのかと併せて、9 人の首長の

皆さんに加えて、本年より愛知県の江口副知事さん

にも登壇いただいていますので、三遠南信の「広域

連携」についても触れていただけるとありがたいと

思っております。このように本日は 2 部構成になっ

ています。前半の第 1 部では、年頭にあたっての本

年の抱負と、4 月から始まる新年度の各自治体の取

組方針についてお話を伺います。最初に豊橋市の長

坂市長から順に、最後湖西市の田内市長まで順次お

話しいただいて、最後に江口副知事にまとめのお話

をいただく形で進めていきたいと思いますので、皆

さんご協力よろしくお願いいたします。 

それでは早速第 1 部、年頭にあたっての本年の抱

負、新年度の各自治体としての取り組み方針につい

て、豊橋市の長坂市長からお願いしたいと思います。 

 

 

 

豊橋市は、本年市制施行 120周年という節目の年

を迎えます。この素晴らしい豊橋市を、未来の子ど

もたちにしっかりと引き継いでいけるように皆様と

連携しながら暮らしを守り、地域経済の成長を支え

ていきます。 

■東京大学 名誉教授 

豊橋技術科学大学 元学長 大西 隆氏 

コーディネータ 

 「縮減社会を見据えた 
各自治体におけるまちづくりの将来像」 

テーマ 
 

■豊橋市長 長坂尚登氏 
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豊橋市は、4 月から第 6

次豊橋市総合計画の後期基

本計画が始まります。計画

に掲げる政策をしっかりと

進めていきます。それでは、

重点施策です。最初に「楽

しい子ども時代を過ごせる

まちづくり」に関しまして

は、昨年 12月の子育てしや

すい街ランキングで東海地

方 5 年連続 1 位を獲得しました。これまでの関係す

る皆様の努力の積み重ねによるものであり、とても

ありがたいことだと思っています。子どもたちが「豊

橋市に生まれて良かった」「将来外に出てもまた帰っ

てきたい」と思えるまちにしていきたいと考えてい

ます。そのためには、例えばいじめや不登校などで

悲しい思いをしている子ども達を１人でも減らして

いきたいという考えから、子どもの権利条例の策定

をしっかり進めていきたいと思っています。また、

こども未来館のリニューアルを実施しており、子ど

もの居場所作りにもしっかりと取り組んでいきます。 

続いてインフラ関係の話をさせていただきます。

豊橋新城スマートインターチェンジが今年中には大

きな形が見えてくると思っています。また昨年、国

道 23 号名豊道路が全線開通し、信号のない道路の便

利さを実感しています。さらに発展し続けられるよ

う、浜松湖西豊橋道路の早期事業化や国道 23 号の暫

定 2 車線区間の 4 車線化にもしっかりと取り組むと

ともに、産業用地の確保にも取り組んでいきます。 

次に、三河港です。令和８年度は愛知県により危

険物のコンテナヤードが整備される予定と伺ってお

り、取り扱いができる物資需要が拡大することを期

待しています。また、愛知県が港湾計画の改定に向

けて取り組んでいますが、ふ頭用地、工業用地、そ

して臨港道路の早期実現について、しっかりと推進

をお願いしていきます。 

次は、豊橋技術科学大学と連携した半導体を核と

した次世代産業振興です。豊橋技術科学大学と「半

導体を核とした次世代産業振興のための連携・協力

に関する覚書」を締結しており、本市としてもしっ

かりと半導体産業を振興していきます。また、昨年

末「農業と先端技術の融合によるアグリビジネス共

創拠点」に採択されました。アグリテックの社会実

装を後押しし、地域産業の発展に取り組みます。 

スポーツ振興については、多目的屋内施設や野球

場の整備を着実に進めます。また、今年「第 20 回ア

ジア競技大会・アジアパラ競技大会」が開催され、

本市も野球やゴールボールなどの競技会場が設けら

れます。多くの方がスポーツに接していただけるよ

う、しっかりと取り組んでいきます。 

 

長坂市長、ありがとうございました。続いて豊川

市の竹本市長、よろしくお願いします。 

 

 

 

私から紹介する新年のト

ピックスとして、豊川稲荷午

年開帳があります。期間は、

令和 8年 11 月 1 日から 23日

までとなります。私のマニ

フェスト事業で、魅力ある観

光地に向けた整備をするもの

があり、表参道と周辺道路に

おける石畳風の舗装やレトロ

調の雰囲気の照明灯、着せ替え可能な支柱の整備な

どを考えており、観光地としてふさわしい景観づく

りを進めていきたいと考えています。本年は、「アジ

ア・アジアパラ競技大会」に関連した行事の効果も

見込み、豊川稲荷へ大変多くの方が来訪いただける

のではないかと期待しています。 

昨年 2月、豊川市企業立地情報交換会を開催しま

した。私は臨海部にある御津１区企業用地のプレゼ

ンテーションをしましたが、その時点で分譲中の物

流施設用地が 7区画、製造業用地が 1 区画残ってい

ました。その計 8 区画ですが、今は、物流施設用地

が残り 2区画となっています。これは、国道 23 号名

豊道路の全線開通の影響が非常に大きいと感じてい

ます。 

全線開通した国道 23号豊川為当 IC から約 2 キロ

メートルの位置にある豊川白鳥地区において、事業

主体となる愛知県企業庁に協力いただきながら開発

面積約 9.8ha、有効分譲面積約 6.3ha の工業用地の

新規開発を進めており、令和 11 年度中の引き渡しを

予定しています。また、国道 23号豊川為当 IC に近

接する豊川市西部地区の約 18ha の工業用地につい

ても、開発検討地区として愛知県企業庁と進めてい

るところです。雇用の創出ができないと人口の維持

は難しいと考えているため、しっかりと頑張って取

り組んでいきます。 

日本経済新聞社のグループ企業である日経 BP総合

研究所の「シティブランド・ランキング―住みよい

街 2025―」で、豊川市は全国 28位になりました。こ

れは安全・安心、医療・介護、子育て、街の活力な

どの 8 分野で評価されると聞いています。今後も豊

川市は、自信を持ってまちづくりを進めていきます。 

 

 

竹本市長、ありがとうございました。続いて蒲郡

市の鈴木市長、お願いします。 

コーディネータ 

■豊川市長 竹本幸夫氏 

コーディネータ 
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 令和 8 年の抱負として、新

たな政策を展開することでは

なく、これまで種を蒔いてき

た内容をしっかり積み上げ、

着実なペースで歩んでいきた

いと思います。市民のウェル

ビーイングを高めるまちづく

りのために、サーキュラーシ

ティやイネーブリングシティ

といった政策に加えて、アートと連携したまちづく

りも意識して進めていきたいと思います。 

先ほど長坂市長、竹本市長も話されましたが、国

道 23 号名豊道路の全線開通は本当に大きな出来事

でした。先人の皆様や国・県の力があって、全線開

通に至ったものであり、ご尽力をいただいた皆様に

この場を借りて、厚く御礼を申し上げます。 

さらには、この国道 23 号のみならず、様々なイン

フラを整備していく必要があります。例えば、港も

非常に大きな役目を持っています。流通・物流面だ

けではなく、防災の面においても港の整備は必須と

なります。こちらは国や愛知県の支援をいただきな

がら、しっかり整備を進めていきたいと考えていま

す。また、港の役割としてサーキュラーエコノミー

を活用したサーキュラーエコノミーポートも昨年か

ら協議されています。 

また、教育環境の整備にも昨年から取り組んでい

ます。市立西浦小学校と市立西浦中学校を統廃合し、

東三河で初めての義務教育学校「西浦学園」を開校

します。西浦小学校敷地には、小中一貫校舎と児童

クラブ、公民館の機能を集合させた複合施設の建設

工事を実施しています。建設業界の人手不足や資材

の高騰による工期やコストの問題も出てきています

が、工事が順調に進捗するように調整をしていきた

いと思っています。 

その他は、港について蒲郡駅から竹島に至る東港

地区、これを開発し賑わいのある地域にしていきた

いと考えています。みなと緑地 PPP（港湾環境整備

計画制度）などの制度を活用しながら進めていく計

画を持っており、国や愛知県にご支援いただきなが

ら進めていきたいと思っています。 

2月 27・28日、3 月 1 日に「ラリー三河湾」を開

催します。早くも 3回目として、「新城ラリー」を受

け継ぐ形で 3 年前から進めています。こういった

モータースポーツを支え、ものづくりを支えるイベ

ントとなるようこれからも努力をしていきたいと

思っています。 

さらに今年は「第 20回アジア競技大会」のセーリ

ングとトライアスロンの会場となっています。9 月

の開催に向けて、セーリングを詳しく知らない市民

の方も多いと思いますが、しっかり説明をして、協

力のお願いをしながらも、どのように楽しんでいた

だけるかをしっかりお伝えして、この大会を迎えた

いと思っています。 

私たちは、コロナ禍を経て価値観が変わったよう

に思います。こうした中で私たちはウェルビーイン

グ、市民の皆さんの幸せのあり方に注目して、まち

づくりをしています。これが人口減少に対するひと

つの回答のきっかけになるのではないかと考えてい

ます。 

昨年 12月 22日に「世界首長誓約/日本」に署名を

しました。これは全国で 50番目、愛知県では 9番目

となります。自治体首長として、温室効果ガス排出

削減の 46%目標ではなく、さらに上の目標を掲げて

挑戦しているという強い決意を持って取り組んでお

り、サーキュラーシティの精神を持ち、政策を進め

ていきたいと思っています。 

 

 

鈴木市長、ありがとうございました。次に新城市

の下江市長、お願いします。 

 

 

 

 昨年10月26日に市長選

挙がありまして、再選する

ことができました。2 期目

は11月13日からとなって

いますので、引き続きよろ

しくお願いします。 

この選挙のマニフェス

トにあります、5 つの大き

な目標の元に、47 の施策

を掲げました。その中に 3

つ、重点的に力を入れてい

きたいものがあります。最初は、産業基盤強化の推進

です。次に、人口減少時代に耐えられるように、中心

核の集住と魅力づくりを進めていくことです。そして

最後は、関係人口の創出を地域の活力につなげていく

ことです。これらを柱としましたが、後ほど第 2 部で

詳しくお話しさせていただければと思っています。そ

れでは、新城市の重点施策をいくつか紹介します。 

最初は 3 歳未満児の第 2 子以降に係るこども園保育

料の無償化です。既に給食費は無償化しており、第 2

子以降に係るこども園保育料の完全無償化の実施とな

ります。こうした子育て支援を、今後もしっかりと進

めていきます。 

次に、小学校 1・2 年生の 30 人学級の令和 8 年度か

■蒲郡市長 鈴木寿明氏 

コーディネータ 

■新城市長 下江洋行氏 
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らの導入についてです。新しく学校生活をスタートす

る義務教育初期の大切さを考え、学びの土台を作る大

切な時期として、きめ細かな指導が行き届くような教

育環境整備のために実施します。先行して中学校の 35

人学級を令和 4 年度から進めており、この小学校 1・2

年生の 30 人学級の導入が、次の教育環境の整備となり

ます。愛知県内の市としては、豊田市と名古屋市が小

学校 1・2 年生の 30 人学級の導入を進めていると認識

していますが、新城市も令和８年度から導入すること

で愛知県内においても早い段階での実施となります。 

続きまして、「第 20 回アジア競技大会」の開催の関

係です。新城市は自転車ロードレースの競技会場とし

て仮決定されています。本年 9 月下旬からの競技の開

催ですが、タイムトライアルと自転車ロードレース 2

種目男女別での競技があります昨年と一昨年に、「JBCF

新城ロードレース」という国内最高峰のロードレース

を開催しました。このロードレースを通じて新城市の

魅力を発信し、「じてんしゃのまち新城」を PR してい

き、交流人口の創出につなげていきたいと考えていま

す。大会の開催に先立ち、本年 8 月 29 日に、「第 20 回

アジア競技大会」の聖火リレーを行います。皆様のご

参加をお願いしたいということで、現在、ゲストラン

ナーを募集しています。 

最後に、「全国山城サミット」の開催です。本年度は

長篠・設楽原の戦いの翌年の天正 4 年、新城城に拠点

を移した新城開府から 450 年の年となります。これに

合わせて、長篠城跡をはじめとする城郭の町の地域資

源を活用して、新城市内の城郭や長篠・設楽原の戦い

を全国へＰＲするため、全国から山城や歴史ファンの

皆さんをお呼びし、全国山城サミットを開催します。

山城がある全国の自治体などと情報交換し、山城の保

存や観光資源として地域活性化につなげていきます。  

 

 

 下江市長、ありがとうございました。観光の関係

では言い忘れましたが、資料 26 ページの湯谷温泉活

性化構想、湯谷温泉で宿泊客が減っているのに対す

る活性化構想は重要ですので、ぜひ実現してほしい

なと思います。ありがとうございました。続いて、

田原市の山下市長、お願いします。 

 

 

 

田原市の取組についてお話しします。はじめに

産業振興では、三河港田原地区の「田原公共ふ頭

マイナス 10 メートル耐震強化岸壁」の整備が完成

に向けて着々と進んでいます。これにより、船舶

の大型化への対応や、港を活用する企業の誘致に

つながる可能性があり、非常に大きな期待を持っ

ています。また、防災面で

も、大規模災害の発生に備

えた機能拡充につながり

ますので、これを契機に、

更なる企業誘致を推進し、

三河港全体の振興を図っ

ていきます。 

 臨海部では、バイオマス

発電所の建設が進み、現在

は 4 基全てが稼働してお

り、東三河の全世帯約 33 万世帯分以上の電気が賄

える計算になります。風力発電と太陽光発電を合

わせますと、日本最大級の再生可能エネルギー集

積地となり、カーボンニュートラルの推進に寄与

することを期待しています。また、バイオマス発

電所は、夜になると非常に幻想的にライトアップ

されていますので、工場夜景の新たな名所として

皆さんにもご覧いただきたいと思います。 

一方、田原駅周辺では、田原市産業会館の開館

を予定しています。商業や観光などの経済全体の

振興を図る拠点施設であり、中小企業者の経営の

安定化や、雇用機会の創出、創業・スタートアッ

プなどを総合的に推進していきます。 

次に、「世界に誇れる花のまち」に向けた取組で

す。田原市は日本一の花の生産地であり、市内各

所で咲き誇る四季折々の花を楽しめるよう、引き

続き美しい景観づくりを推進していきます。来年

は、横浜で開催される国際園芸博覧会に出展する

予定です。今月 17 日から、「渥美半島菜の花まつ

り」の会場で、昨年に引き続き、花と食とアート

を融合したイベントを開催しますので、皆さんに

もご来場いただき、楽しんでいただきたいと思い

ます。 

最後に、渥美半島の防災機能強化についてです。

田原市は、半島という三方を海に囲まれた地形で

あるため、南海トラフ地震が発生すると、幹線道

路が寸断され、長期的な孤立が危惧されています。、

伊良湖をはじめとする半島先端地域の長期的な孤

立を回避するために、「道の駅伊良湖クリスタルポ

ルト」を含めた伊良湖港周辺地区の防災機能強化

の検討を進めるとともに、一般道を活用し、半島

先端までを陸路でつなぐ「強靱で信号のない道路」

の早期整備に向けて、愛知県と連携して取り組ん

でいきます。 

 

 

 山下市長、ありがとうございました。次に、設楽

町の土屋町長、お願いします。 

 

 

コーディネータ 

■田原市長 山下政良氏 

コーディネータ 
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 昨年 10 月に町長選挙があ

り、厳しい意見もあるかと

思っていましたが、皆様のお

かげで無事に当選し、ここで

お話しができることになり

ました。それでは、令和 8年

度の抱負を述べたいと思い

ます。 

設楽ダムの建設状況です

が、設楽ダム工事が令和 16

年の完成に向け、事業が本格的に進捗している状況

です。設楽ダム事業調査開始までに 36 年、そして建

設着工から今年までで 17 年、全体で 53 年という年

月が経過をしており、私自身はかろうじて調印前の

ことを知っている一人ですが、議会議員の皆さんの

中でも、こうした経緯を詳しく知る人は 1～2 名ぐら

いだと思いますし、役場の職員に関しても同様な状

況になっています。同様に、町民の方も調印前のこ

とを知る方が少なくなっている状況ですが、いろい

ろな皆さんの想いを込めて調印から完成に向けて取

り組んでいる事業であり、振興策、確約事項などを、

いかに次世代にその負担を残さないようにやってい

くことができるのかが、大きなテーマだと思ってい

ます。 

こうした中で、設楽町はダム完成後のまちの姿を

見せる中で、「アウトドアのまち したら」を掲げて、

まちづくりに取り組んでいます。昨年度から、町内

外の多くの方にお集まりいただき、“アウトドアカ

レッジ”として、いろいろなテーマでワーキングを

進めており、今後に活かしていきたいと考えていま

す。 

第 2次設楽町総合計画の中では、「まちに活気・ま

ちに愛着・まちに自信」をキャッチフレーズに豊か

な自然と魅力的な人に恵まれ、活気に満ちたまちを

目指してきたということでありますが、私たちはこ

の計画のものを、アウトドアで具体化をしています。

昨年度は、アジアジュニア・ユースオリエンテーリ

ング選手権大会を開催し、アジア 5か国から 200 人

ぐらいの方に参加いただきました。これは、設楽町

の森や水といった自然の魅力という地域資源を多く

の人に伝えられる機会となったと考えています。本

年は少し変化をさせて、アウトドアイベントという

形だけではなく、暮らし・産業・人づくりの基盤と

してさらに発展させていきたいと考えています。 

まず、アウトドアの取組を支えていくのは人です。

町民の一人ひとりが主役となるような「全員協働」の

まちづくりを進め、地域の課題を自分たちのこととし

て捉え、行動につながるような取組にしたいと思って

います。次に、具体的な取組のひとつとして、森と水

を活かしていきたいと思っています。森林資源の活用

や森林施業の集約化、また設楽ダムの放流水を活用し

た水力発電の実用化など自然と共生する施策を進め、

アウトドアフィールドとしてまちの価値を高めてい

きたいと考えています。地域資源を活かした取組は、

産業と仕事を生み出すものと考えています。道の駅を

拠点としたにぎわいの創出や、起業や事業継承などの

支援を進めていきたいと思います。 

設楽町は、愛知県で唯一国の認可を受けて、「した

らワークス協同組合」としてマルチワーカーを育成す

る事業を行っています。これを拡げて働き続けること

が出来るまちを目指していきたいと思っています。 

「アウトドアのまち したら」は、地域資源を活か

した暮らしと挑戦の積み重ねで、私たちの未来その

ものだと思います。これからの 10 年は、まちの将来

を左右するという重要な時期だと思っており、全力

で取り組みたいと考えています。 

 

 

土屋町長、ありがとうございました。昨年度の町

長選挙のお話をされていましたが、昨年はこの中で

お二人、新城市の下江市長と設楽町の土屋町長が再

選されたということであります。今年は東三河で首

長選挙は予定がないようです。続いて、東栄町の村

上町長、お願いします。 

 

 

 

 まず、教育におきまして

は、コミュニティスクール

の運用が始まり、まもなく

2 年となります。子どもた

ちが地域に学び、地域の人

とつながる活動が活発に行

われており、未来を担う子

どもたちを、みんなで育て

るという考え方が浸透して

きました。義務教育を終え

ると町外へ出ていく方がほとんどですが、今後は町

外へ出た方が戻ってきてくれるような取組を考えて

いきたいと思います。本年は、ハード面の環境整備

として小中学校の体育館にエアコンを設置し、快適

で安全な環境で教育が受けられるよう進めていきま

す。体育館が災害時の避難所ともなることを考慮し、

整備を着実に実施したいと思っています。 

次に、いざという時に迅速で確実な災害対応がで

きるよう、対策の拠点となる役場庁舎整備に向けた

検討に着手します。昨年夏に開催した「防災フェア

コーディネータ 

■東栄町長 村上孝治氏 

■設楽町長 土屋 浩氏 
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2025」では、町制 70周年記念事業として啓発を行い

ました。先月には青森県東方沖で大きな地震があり

ましたが、当地域でも南海トラフ地震がいつ発生し

てもおかしくないと言われています。こうした中、

日頃の備えや啓発訓練を着実に実施したいと思って

おります。 

東三河の山間部においても昨年はクマの目撃情報

が増えており、住民の不安につながっています。ク

マ以外にも、シカ、サルやイノシシによる被害があ

り、農作物の食害、環境問題、交通事故など、その

影響は広範囲に及んでいます。町としましては、昨

年度から獣害対策に専門に取り組む地域おこし協力

隊を採用し、被害に遭わないための啓発に取り組ん

でいます。根本的な対策として、適切な森林整備が

重要な課題であり、「森林環境譲与税」や「あいち森

と緑づくり税」等を活用し、森林整備を一層推進し

ていきます。 

三遠南信自動車道は、本年 3 月に東栄インター

チェンジから鳳来峡インターチェンジ間が開通とな

ります。この区間の開通は、まちの将来にとっても、

広域交通ネットワークの強化や、観光交流人口の拡

大、地域間連携など大きな効果が期待されます。「人

が集まる目的のあるまち」となるよう、取組を進め

たいと考えています。 

本年度は第 7 次総合計画の策定に向けて基礎調査

を進めてきました。来年度はいよいよ具体的な計画

づくりに入ります。町民の皆さんと目標を共有し、

共働で築いていける、より実効性のある計画を策定

していきます。 

 

 

 村上町長、ありがとうございました。続いて豊根

村の伊藤村長、お願いします。 

 

 

 

豊根村では昨年、住民基本

台帳人口が 900人を下回り、

10 月の国勢調査の速報値で

は 835人と、5年前より 18％

も減少しました。一方で、令

和 5 年と令和 6年の 2 年続け

て、転入が転出を上回る「社

会増」となったことは、村に

とって明るい兆しだと捉えて

います。村上町長の話にあったように、3 月には三

遠南信自動車道の鳳来峡インターチェンジから東栄

インターチェンジ間の開通が予定されています。ま

た将来リニア中央新幹線が完成すれば、村から 1 時

間の距離に飯田駅ができます。三遠南信地域のほぼ

中心部に位置する豊根村にとって、これらの変化を

大きなチャンスと捉え、本年度から第 7次総合計画

の策定を進めていきます。 

令和 8年度の重点施策について、3点説明します。

最初は、重点施策 1.「地域資源を活かしたむらづく

り」です。観光については、「目指せ！観光交流人口

100 万人」を合言葉に、茶臼山高原での芝桜やサン

パチェンスの植栽、スキー場の運営の他、茶臼山山

頂につながる遊歩道の整備など、茶臼山高原の魅力

を一層高め、一年を通じて楽しむことができるよう

取り組んでいきます。また、日帰り温泉施設「湯～

らんどパルとよね」につきましては、基本計画策定

の準備を行い、基本計画の策定を行っていきます。

保存修理が完了した国の重要文化財「熊谷家住宅」

は、後の活用が課題となっていましたが、日帰り温

泉のリニューアルに合わせ、温泉エリアの付帯施設

として有効活用を図っていきます。 

次に、森林資源の活用ですが、村の総面積の 9 割

以上を占める森林において、育てる林業から木材資

源を活かす林業への転換を図っていきます。「伐る、

使う、植える、育てる」循環型林業を推進するとと

もに、災害に強い森林を育成するため、「森林環境譲

与税」や「あいち森と緑づくり税」等の財源を有効

活用します。また、森林境界確定の加速化など、適

正な森林管理を進めていきます。特に管理不足の森

林が増えている現状に対し、村が積極的に関与して

適正に管理していきます。村外所有者からも寄付を

受け付けることで、村全体の森林の公益的機能を発

揮させていきたいと考えています。 

次は、重点施策 2.「移住定住に向けたむらづくり」

です。まず移住定住に向けては、人材不足が深刻化

する中、地域の人材情報の発信や「地域おこし協力

隊」などの受け入れを継続していきます。また、住

まいの確保として、単身用村営住宅の整備、空き家

を活用した譲渡型村営住宅の仕組みづくりなど、

ハード面の整備も進めていきます。次に集落対策に

向けて、集落の維持活性化のため、集落支援員制度

をさらに拡大させ、全地区に配置することを目標に、

地域の課題整理や集落活動の支援を行っていきます。

このように、住民の皆さんと協同し、問題解決に取

り組んでいきたいと思っています。 

最後は、重点施策 3.「安心・安全のむらづくり」

です。まず住みやすい環境づくりとして、情報通信

の高速化や、公共施設への障がい者用トイレの設置

などを計画的に進めていきます。また、環境負荷軽

減、電気代の節減、省力化のため、公共施設の照明

の LED 化を進めます。 

次は、防災力強化です。村の全域が山間地域であ

り、災害時の情報伝達手段として、防災行政無線が

欠かせません。昨年度までに戸別受信機の整備が完

コーディネータ 

■豊根村長 伊藤浩亘氏 



 

8 
 

8市町村長によるパネルディスカッション Discussion 

了しましたので、今年度は移動系防災行政無線のデ

ジタル化に取り組みます。集落が散在する豊根村で

は、災害時に道路の寸断が予測されることから、拠

点避難所である「とみやまふれあいセンター」に非

常用発電装置を設置し、孤立や長期停電に備えてい

きます。財政的にも厳しい状況ではありますが、引

き続き、国・愛知県にご協力をお願いして、村づく

りに邁進したいと思っています。 

 

 

 伊藤村長、ありがとうございました。お隣が湖西

市長の田内浩之さんです。令和 6 年に市長選挙があ

り、初当選されました。昨年は議会の開催と重なっ

ていたためご欠席でしたので、今回は初めてご登壇

いただきました。続いて、湖西市の田内市長、お願

いします。 

 

 

 

 私からは重点施策を 5 点

ご説明します。まず 1 点目

の重点施策は、「公共交通と

環境の持続的な発展」です。

私は、市長就任前は県議会

議員を務めていましたが、

その前は浜松の遠州鉄道と

いう会社に 10 年間勤めて

いました。ですから、公共

交通には強い想いがあり、

必ず取り組みたいと常々

思っていました。昨年度は、「コーちゃんタクシー」

というデマンド型乗合タクシーを充実させました。1

回 500 円で市内の 240 箇所を結んでおり、500 円で

どこにでも行けます。土日運行も始めて大変利便性

が向上し、利用者が今増えている状況であり、視察

も多く入っています。地域経済の活性化、市民生活

の利便性向上につながっていると実感しています。

今後は、コミュニティバス「コーちゃんバス」のネッ

トワーク全体の最適化を図り、湖西市全体の交通を

充実させていく予定です。 

2点目の重点施策は、「教育環境の充実と次世代の

育成」です。これから AI の時代になってくると、子

どもたちは「気力」と「体力」と「自主・自律」の

精神をいかに身につけるかという部分が大切だと思

います。湖西市は、湖西連峰や浜名湖など豊かな自

然を活かした自然体験や、農業体験イベントの充実

による次世代の育成事業に注力していきます。また、

ICT の活用として、次年度は家庭学習や個別最適な

学びをサポートする最新の学習支援として、AI を用

いた学習支援ソフトを導入します。 

3 点目は二部で話しますので、次に 4 点目の重点

施策「地域経済と観光の活性化」について話をしま

す。湖西市はトヨタバッテリー株式会社の誘致に成

功し、バッテリーロードとして周辺の道路環境整備

を進めています。また、浜松湖西豊橋道路も重要な

局面となっており、引き続き道路網の充実に取り組

んでいきます。 

また、湖西市は観光資源に恵まれていますので、

サイクリングやトレッキングなどの体験型観光の充

実を考えています。新居の関所という素晴らしい歴

史遺産があり、観光案内所をモデル事業として設置

したところ、非常に多くの観光客にお越しいただき

ました。来年度も議会の承認を得て、継続していき

たいと考えています。 

5 点目の重点施策「安全・安心のまちづくりの推

進」については、やはり市民の命を守ることが第一

の責務だと思っており、体育館へのエアコンの整備

を進めています。 

 

 

 田内市長、ありがとうございました。それでは、

次は、愛知県副知事の江口幸雄さんにまとめをお願

いしたいと思っておりますので、この第 1 部の最後

に江口副知事からお話しいただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

 

  

愛知県副知事の江口です。

本日は「東三河 8 市町村長

を囲む新春懇談会」にお招

きいただき、ありがとうご

ざいます。ここまで市長・

町長・村長の皆様の話しを

聞いて、大変心強く感じて

います。皆様方の強い気持

ちと力添えにより、この地

域の政策が前進しているこ

とを、心から嬉しく思っています。 

令和 8年は、先ほど各首長さんから話がありまし

たように、災害への備えはもちろんのこと、スポー

ツの大きな大会として、9月には「第 20回アジア競

技大会」、10 月には「第 5 回アジアパラ競技大会」

がいよいよ開幕を迎えます。「第 20回アジア競技大

会」においては、東三河では 7つの競技が開催され

ます。野球、空手、テコンドーは豊橋市、セーリン

グ、トライアスロンは蒲郡市、自転車ロードレース

が新城市、そしてサーフィンが田原市となります。

また、「第 5回アジアパラ競技大会」では、全 18 競

技のうち、ゴールボールが豊橋市で開催されます。

コーディネータ 

■湖西市長 田内浩之氏 

コーディネータ 

■愛知県副知事 江口幸雄氏 
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皆様方には、これまでもボランティアの募集をはじ

め、多大なるご協力いただいており、あらためて感

謝を申し上げます。大会に参加するボランティアの

皆様方が一体感と誇りを持って活動していただける

よう、大会ボランティアのネーミングを「ONE ASIA 

CREW」と投票で決定しました。東三河地域は、三遠

ネオフェニックス、田原市のトヨタ自動車株式会社

の駅伝チームなど多くのスポーツチームの本拠地と

して、住民の皆さんがスポーツへの関心と理解を示

し支援する土壌が培われており、地域を挙げて両大

会を成功に導くことができると考えています。 

また、より多くの皆様に観戦チケットの販売情報

や大会の最新情報をお届けするために、愛知・名古

屋 2026 大会「応援 ID」の登録手続きを昨年 10月か

ら開始しています。チケットにつきましては、東海

地方在住者の方への先行販売を 2 月に開始する予定

です。他に、県内の小中学校、特別支援学校の子ど

もたちに、学校単位で大会を観戦していただく仕組

みを現在検討しています。ぜひ多くの皆様方に会場

でお楽しみいただき、大会を盛り上げていただけれ

ば幸いです。特に、「第 5 回アジアパラ競技大会」は

全ての競技会場を毎日満席にして、大歓声の中で実

施していきたいと考えています。多くの方が競技を

観戦することで、障害者スポーツがより身近なもの

となり、共生社会の実現に向けた契機にしていきた

いと考えていますので、よろしくお願いします。愛

知県としましては、市町村の皆様と一緒に、これま

で以上に準備を加速させ、大会を成功に導くことに

より愛知県を盛り上げていきたいと考えていますの

で、より一層のご協力をお願いします。 

東三河の重要施策としては、東三河地域において

は3月14日に三遠南信自動車道の愛知県内区間が全

線開通します。三遠南信自動車道は広域的な連携・

交流を促進することに加えて、三河港における輸出

の強化にもつながる東三河地域の活性化を図る上で

大変重要な道路です。残された未開通区間の一日も

早い全線開通を、引き続き力強く国に働きかけてい

きます。加えて、浜松湖西豊橋道路の早期事業化と、

名豊道路の暫定 2 車線区間の 4車線化といった広域

幹線道路整備の着実な推進に取り組みます。また、

現在策定中である三河港港湾計画の策定を通じて機

能強化を図り、東三河地域の交通・物流ネットワー

クの強化に向けた取組を本年も着実に推進していき

ます。 

深刻化する人口減少に伴う地域課題の解決に向け、

愛知県は「東三河振興ビジョン 2030」における新た

な重点プロジェクトを、市町村の皆様と一緒になっ

て策定します。具体的には、東三河地域を誰もが住

み続けられる活力ある地域とするため、意欲ある人

材の発掘や育成、デジタル技術の活用による地域課

題解決につながる取組を来年度から 5 ヵ年かけて取

り組んでいきます。本年も、市町村、経済界や大学

など、地域の皆様と一緒に連携し、持続可能な東三

河地域の振興に尽力していきたいと考えていますの

で、引き続きよろしくお願いします。 

 

 

 

 どうもありがとうございました。本日は 10人の皆

さんに第 1部として、本年と来年度に関する総括的

な話を伺いましたが、お手元に話をまとめた冊子を

配布しておりますので、またそちらをご覧いただけ

ればと思います。 

後半の第 2 部は、「縮減社会を見据えた各自治体に

おけるまちづくりの将来像」をテーマにしました。

これについては私も冒頭で触れましたし、皆さんの

話の中でも人口減少にまつわる議論という大枠は共

有できていると思いますので繰り返しはしませんが、

一言だけ申し上げると、こうしたテーマについての

取組は 2 つの側面が必ずあると思います。それは適

応・順応ということと、転換あるいは攻めの政策と

いう守りと攻めの側面があります。人口が減ってい

くのは、データや傾向を見ていくとそう簡単には変

わらない。親の世代そのものが減ってしまうという

ことでもあり、少し頑張っても、量として人の数が

増えるようにはなりません。こうした人口減少に適

応していく必要があり、施策のあり方も、新規にい

ろいろなものを作っていくというところから、ある

ものをどう活用していくのか、あるいは場合によっ

ては使わないものについては間引いていくことも必

要かもしれません。こうして人口減少に適応してい

く、順応していく守りの政策が必要なわけです。一

方で、それはずっとゼロになっていくのを待つとい

うことにつながるので、転換を図る、いわゆる攻め

の政策も必要だと思います。この両方が現実には必

要とされているため、バランス良く取り組んでいく

ことが必要ということを頭の片隅に置いて、首長さ

ん方の話をお聞きいただければと思います。第 2 部

については、6 分以内ということで、ご発言の順番

は先ほどとは反対に、湖西市の田内市長さんから順

に、豊橋市の長坂市長さんまでお話しいただいて、

やはり一番最後に江口副知事さんにお話しいただく

ということで、2巡目を行っていきたいと思います。

それでは田内市長さん、続けてとなりますがよろし

くお願いいたします。 

  

 

 

人口減少局面でどのようなまちを作っていければ

良いかが大事だと思います。皆さんがよく耳にする

コーディネータ 

■湖西市長 田内浩之氏 
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8市町村長によるパネルディスカッション Discussion 

「コンパクトシティ」という言葉がありますが、コ

ンパクトにしていく過程において一部を切り捨てる

という印象があるため、私はあまり好きではありま

せん。「コンパクト＆ネットワーク」という言葉が大

事だと思っています。この言葉には、元首相の大平

正芳さんを思い浮かべます。田園都市国家構想が

1980 年に出されましたが、大平首相がおっしゃって

いたことがまさしく「コンパクト＆ネットワーク」

であり、中心部は非常に大事であるが、周辺部をポ

イント押さえて大切にすると全体として良いまちに

なるという考え方であり、私は市長室にその資料を

置いており、判断に迷うときなど参考にしています。 

海外でこれに近いまちはどこか以前議会で答弁さ

せていただいたのが、ニュージーランドにある「ク

イーンズタウン」というまちです。素晴らしい湖と

山脈に囲まれたまちであり、人口はそこまで多くは

ないのですが、一つひとつの小さなまちのクオリ

ティがとても高く、魅力的です。こうした魅力的な

まちを湖西市も目指していきたいと考えています。

具体的なところでは、先ほども申し上げましたが、

行きたいときにどこへでも行けるという交通ネット

ワークは大変重要であると思っています。これを考

える場合は、元気な方ではなく、一番困っている方

に照準を合わせるべきだと思っており、運転できな

い高齢の方や障害を持っている方、子どもたちが自

由に移動できることが、理想的なまちにつながるの

ではないかと思っています。 

3 点目の「医療・福祉体制の強化」に関連する生

活の質に関して、湖西市では市民意識調査を毎年

やっており、湖西市が住みにくいと思う理由の 1 位

は公通の不便さです。2 位がまちの賑わいが少ない、

お店が少ないということです。3 位が医療に関して

となります。医療に関しては、湖西病院の経営改善

も私の重要な仕事であり、現在一般会計から 8 億円

支出している状況で、毎月の経営会議や管理会議、

週 1 回の幹部会議にも出席して改善に取り組んでい

ます。患者様の満足度を上げることが勝負と思って

おり、電話対応から民間企業の視点を取り入れてス

タッフと一緒に改善を進めています。また、昨年 3

月、浜松市と浜松医科大学が「浜松アカデミック・

メディカル・アライアンス」という地域医療連携推

進法人を設立しましたが、そこに参加して、連携に

よる医療体制の充実に取り組んでいます。 

4 点目の「地域経済と観光の活性化」について、

湖西市はモノづくりのまちですので、工業用地の供

給にこれからも取り組むとともに、観光にも注力し

たいと思っています。先ほど話をした案内所に加え

て、鷲津駅前に湖西市が所有している道路用地があ

りますが、そこを民間に貸して毎週金曜日商売に

使ってもらう取組を開始しました。出展者が増えて

毎週金曜日は賑わいができていました。冬は一旦中

断していましたが、春には再開して賑わいを創出し

ていきたいと思っています。 

  

 

 田内市長、ありがとうございました。田園都市構

想という懐かしい構想を紹介していただきました。

1980 年にまとめられたもので、リーダーであった大

平総理は、その年の 6 月の選挙の最中に倒れて亡く

なられました。首相の手によっては推進されなかっ

た幻の政策となりますが、この考え方は、いろいろ

な場面で応用ができるということなのかもしれませ

ん。それでは、お隣、豊根村の伊藤村長、お願いい

たします。 

 

 

 

 人口動態を見ますと、豊根村では既に 70年前から

人口の減少が始まっています。昭和 30 年から昭和

50 年までの 20 年間で、人口が 5,000 人から 2,000

人に約 6 割減少しました。要因としては 2 つのダム

の建設による移転と、高度経済成長期における都市

部への人口流失による社会減になります。直近の 20

年から今日までの状況では、人口が 1,500人から 900

人に 4割減っています。これは高齢化の進行による

自然減が主な要因となっています。このように人口

は減少して、財政的にも非常に苦しくなっている中

で、新たな税源や歳入が見込めないこともあり、村

の維持のためには歳出を削減するしかないと思って

います。そのためには、身の丈に合ったコンパクト

なまちの実現と効率化が必要であり、その方策のひ

とつが、公共施設の複合化と考えて、さまざまな機

能を一つの施設に合体する施策を進めています。こ

の効果として、施設を集約することで維持管理経費

の削減を図るとともに、住民の皆様の利便性が向上

します。過去に取り組んできた事例として、集会施

設と葬祭場の複合化として、既存の集会施設を改修

する際に機能を合体しました。また、道の駅の売店

と郵便局の複合化として、道の駅に売店を設置する

際に、売店の中に村営の郵便局を移転し、住民の利

便性向上と効率化の両立を図っています。それから

通所介護施設と診療所の複合化も行っています。通

所介護施設の空きスペースに移動診療の診療室と支

所の廃止に伴う総務課の分所を設けて、効率化と利

便性向上を図っています。 

防災拠点と消防団の詰所の複合化も考えており、

防災倉庫と消防指令車の車庫を整備する際、老朽化

した消防団詰所を合体することを今年度実施してい

ます。今後は、温泉施設と図書館、集落拠点施設、

文化財保存などの合体ということで、老朽化した温

コーディネータ 

■豊根村長 伊藤浩亘氏 
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泉施設の改修に合わせて、同じ建物の中に集落拠点

施設などを整備し、国の重要文化財である「熊谷家

住宅」を温泉施設内に移築し、付帯施設として活用

することで維持管理経費を削減し、住民と観光客の

交流が図れる施設となることを構想しています。 

2 つ目の方策として、空き家と放置林の利活用が

あります。人口減少に伴い空き家が急増しており、

景観の悪化や防犯や災害の問題が懸念されています。

そこで空き家バンクに登録されている住宅から、申

請者に気に入ったものを選んでいただいて、リノ

ベーションして申請者に賃貸し、一定期間経過後に

譲渡する仕組みを作ることを考えています。 

放置林につきましても、人口減少に伴い不在地主

が増加し、管理ができなくなり村へ寄付するという

申し出も増えております。不法投棄や乱開発を防止

し、治山や砂防、道路開発などの観点から寄付を受

ける方針ですが、適正に管理する仕組みが必要に

なってきます。森林組合と村が連携をして環境譲与

税を財源に適正管理の仕組みを構築し、森林管理、

災害防止、雇用の創出につなげることを考えていま

す。 

歳出削減、コンパクト化の最後の方策は、事業の

民間委託の推進です。一例として、4 月より支所の

窓口業務を郵便局に包括委託しますが、効果として

経費削減以外に、村職員が住民相談等の個別案件に

専念できることや郵便局の存在意義の向上にも期待

をしています。 

  

 

 伊藤村長、ありがとうございました。公共施設の

複合化、空き家バンク、それぞれ重要なテーマだと

思って伺っていました。それでは、東栄町の村上町

長、お願いいたします。 

 

 

 

東栄町では近年空き家を活用し、飲食店やシェア

ハウスをはじめる方が増えており、特に移住された

方が小さな起業をされて、地域の交流の場を作ると

いった動きが多くみられ、住民主体の賑わいの創出

が活発に行われています。こうした定住人口に加え

て、地域に係る関係人口の創出も重要なポイントで

あると考えており、二地域居住が再注目される中、

住まなくても関わり続ける人の存在がまちの賑わい

にとって重要だと考えています。3 月 14日の三遠南

信自動車道愛知県区間の開通、それから令和 9 年度

には北設情報ネットワークの民間移行により通信の

高速化が図られ、暮らしの利便性が向上し、関係人

口や移住者が増えることに期待をしています。 

人口減少が進行する中で課題となるのは、人の減

少だけでなく人材の不足です。地域に目を向けると、

コミュニティや伝統文化の担い手が減少し、集落の

維持や祭事の継承が困難になっています。また地域

産業の担い手も不足しており、地域経済の衰退と生

活の質の低下に直結する極めて重要な課題となって

います。これは役場職員においても例外ではなく、

専門性の高い人材の確保に大変苦労しています。福

祉、土木、情報政策など専門職が必要な分野は多岐

にわたりますが、一般の事務職の確保にも苦慮する

中で、そうした人材を町単独で確保することは極め

て困難です。 

広域的な人材確保に対応する必要がありますが、

東栄町ではここ数年民間の知恵やノウハウを活かし

て効率的な行政運営を行うために、「地域活性化起業

人」制度を活用するなどして、民間から人の派遣を

受けていますが、それだけでは課題解決に至りませ

ん。こうしたことから官民連携だけでなく、自治体

同士の連携を深めていくことが必要だと感じていま

す。人材不足はどの市町村にも共通する課題だと思

いますので、東三河という枠組みの中で行政がお互

いに支えあいながら運営していくために、愛知県を

含めて相互に人財的な支援を行う仕組みを構築する

ことができれば、小規模な自治体も持続可能な自治

体運営と地域サービスの維持につながると思ってい

ます。必要とされる行政サービスは高度化・多様化

しており、一つの自治体で対応するのは厳しい状況

です。現在介護事業など東三河広域連合で対応を

行っていますが、それ以外についても単独で行うこ

とが困難な事業が増えていくことが予想されます。

共同運営によるスケールメリットを活かすとともに、

お互いの強みを伸ばし、弱みを補完するためにも広

域的な市町村連携が必要であると考えています。 

今後も広域連携の原点を再認識しながら、東三河、

あるいは奥三河単位の広域連携が進むように議論を

進められたら良いと考えています。 

 

 

 村上町長、ありがとうございました。広域連携と

いうことでお話しいただきました。極めて重要であ

り、切実なテーマになっていると思いました。それ

では、お隣の設楽町の土屋町長、お願いいたします。 

 

 

 

 村上町長さんから連携についての話がありました

が、私もこれまで連携をテーマにまちづくりを進め

てきました。連携には自治体間の連携や、産学民間

との連携など多様なものがありますが、本日は民間

との連携で地域新電力に取り組んでいますのでそち

らを中心に話をさせていただきたいと思います。 

コーディネータ 

■東栄町長 村上孝治氏 

■設楽町長 土屋 浩氏 

コーディネータ 
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少子高齢化や人口減少は将来の課題ではなく、自

治体経営そのものに直結する大きな現実の中にあり

ます。設楽町は全国的に見てもこうした問題の先行

地域だと思います。人口が減少しても地域に必要な

サービスをいかに継続していくかの視点に立ち、ま

ちづくりを進めています。 

昨年設楽町における地域課題解決を目的とした地

域エネルギーに関する連携協定を「愛知東農協」、総

務省の特定地域づくり協同組合の認定を受けている

「したらワークス協同組合」、豊田市にある「三河の

山里コミュニティパワー」、「設楽町」の 4者で連携

協定を結びました。4 者それぞれが役割を持った連

携であり、設楽町ではこの取組のスタートとして地

域新電力の会社の立ち上げを検討しています。これ

は単なる電力小売りの事業ではなく、地域外に流出

していた電気料金を地域に取り戻し、その収益を地

域サービスの持続につなげていきます。 

具体的な目的が 4 つあります。1 つ目は、今話し

た地域サービスの維持です。公共施設の電力を地域

新電力に切り替えていき、この収益の一部を、福祉、

防災、地域交通といった分野に還元し、採算性だけ

では持続が難しいサービスを下支えすることを目的

としています。2 つ目は、人材育成、確保、そして

関係人口の増加です。地域新電力会社の運営には、

エネルギー、経営、地域調整といった多様な人材が

必要です。事業を通じて地域に継続的に関わる人材

を育てることが、結果として関係人口の拡大につな

がると考えています。3 つ目は、地域資源の活用と

循環型社会の実現です。森林など地域資源を活かし

ながらエネルギーを地域で使い、その価値を地域に

循環させていくことを考えて進めています。ここで

話をしたいのは、地域外との連携です。今回の地域

新電力では、東三河に地域を限定しないで豊田市の

民間企業と連携しており、この会社が確保している

豊田市のごみの焼却熱で発電した電力の活用を検討

しています。4 つ目は、自治体間の連携や産学官民

の連携の可能性です。設楽町単独ではなく、民間企

業、大学、自治体と役割を分担しながら持続可能な

仕組みを構築していくことがこれから重要になって

くると思っています。設楽ダムが令和 16 年に完成す

る予定です。設楽ダムという大きなインフラについ

ても、完成した後にどう活かしていくのかが重要だ

と考えています。ダムの事業の中でも、愛知県の協

力をいただき、設楽ダム水力発電事業における民間

資金等の活用の検討も進めています。治水・利水と

いった本来の役割に加え、エネルギー、防災、環境

学習などを地域新電力や人材育成の取組と連動させ

ることで、縮減社会においても価値を発揮し続ける

インフラ施設として位置づけをしていきたいと思っ

ています。地域新電力はひとつの手法ですが、これ

からの東三河の連携のあり方を考えていくきっかけ

になれば良いと思っています。 

 

 

土屋町長、ありがとうございました。湖西市と奥

三河の町村の首長さんの話を伺いました。いろいろ

なテーマで話をいただきましたが、ひとつ共通して

いるものは、連携や他の自治体との協力が重要に

なってくるという部分だと思います。平成の大合併

を経験した上で、次の合併が射程に入っているわけ

ではないと思いますが、人口が減っていけば新しい

行政の枠組みの確立もテーマになってくるのではな

いかと思います。 

それに先立って、昨年私は国土計画協会や東三河

地域研究センターでもお仕事をさせていただいてい

るのですが、両研究機関が一緒になり、エッセンシャ

ルワーカーの問題も検討しています。エッセンシャ

ルワーカーは、福祉・医療関係、交通あるいは物流、

物資の輸送なども含めて、地域に存在していないと

生活が成り立たないような仕事に携わっている方々

です。これが地域によっては減少して失われていっ

てしまうということで、それが地域の人にとっては

生活の不自由につながっているということです。こ

の研究会には自治体からも岐阜県の飛騨市、豊橋市、

国立市に参加いただいていますが、そこの首長さん

や副市長さんに話を聞くと、場所によってコントラ

ストがあります。特に厳しいのが飛騨市であり、山

間部で人口流出が激しいとのことです。これにしっ

かり取り組んでいかないと、生活が成り立たなく

なってしまうことを理由に、流出する高齢者も増え

てしまうとのことです。これは民間の職種に限らず、

自治体の職員についても、募集しても応募がない、

長続きしないとのことで、今後は特定の期間に特定

の仕事をやってくれる人をピンポイントで募集して、

ローテーションに乗せるのではなく、その仕事を専

門にやってもらうといった人の雇い方や活躍しても

らう方法を工夫しなければならないといった話があ

りました。特に技術系などの専門的な職員は、ひと

つの自治体では抱えられないため、広域や県が採用

して必要に応じてそれぞれの地域をサポートすると

いった工夫が必要になってきているのではないかと

いうことが報告されました。こうした意味で少子高

齢化というのは、非常に厳しい課題を投げかけてい

ると感じます。次に、東三河の市長さん方のお話を

伺っていきます。田原市の山下市長、お願いいたし

ます。 

 

 

 

田原市でも、ここ数年、子どもの数が急激に減少し

コーディネータ 

■田原市長 山下政良氏 
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ており、未婚者の増加と合わせて、少子化が大きな課

題となっています。こうした状況を踏まえ、未来の田

原市を担う人材を確保するための「農業・漁業の振興」

と「まちの活性化」についてお話しします。 

田原市の農業は、全国第 2 位の農業産出額を誇って

いますが、近年は担い手の不足が大きな課題となって

います。生産性の向上や農作業の効率化を図るため、

農業分野の DX、スマート農業の推進に力を入れていま

す。加えて、農地の集約化など、基盤整備を進めるこ

とで経営の安定化を図り、担い手の確保につなげてい

ます。また、担い手の減少などに伴い、市内の遊休農

地や遊休園芸施設が増加傾向にあります。遊休園芸施

設については、今年度、愛知大学との連携事業で有効

活用に向けた調査業務を実施しており、この調査結果

を、今後の施策につなげていきたいと考えています。 

漁業においても、農業同様、担い手不足は大きな課

題となっています。加えて、近年はアサリの不漁も大

きな問題になっています。先日も、蒲郡市さんと一緒

に農林水産副大臣を訪ねて、不漁の原因究明と対策に

ついての要望を行ってきました。こうした状況の中、

今年度から ICT を活用した湾内の海域調査や渥美湾の

環境に適応した牡蠣養殖の実証実験などに取り組んで

います。これらの取組を通じて、水産物の生産量増大

や品質向上につなげることで、安定的で持続可能な、

そして若者にとって魅力的な水産業を実現し、担い手

の確保につなげていきます。 

次に、まちの活性化についてです。田原市は旧 3 町

それぞれに市街地が形成されています。田原地域では、

独自の支援策である民間宅地開発等奨励金制度を活用

した宅地開発が進んでおり、これを一層促進し、市街

地などへの居住を誘導していきます。また、三河田原

駅周辺の賑わい創出を図り、新たな飲食事業者の出店

を促進するため、コンテナやテントなどを活用した「た

はら屋台村」の整備を予定しており、期間限定で社会

実験を行い、その結果を踏まえて今後の方向性を検討

していきたいと考えています。 

赤羽根地域では、サーフタウン構想の取組として、

統一した街並みで「海に近い暮らし」を実現するサー

フタウン住宅地「LaSea-THE SURFTOWN TAHARA-」の販

売を進めており、現在 25区画のうちの 6区画が成約済

みで、今後も順次販売していきます。また、今年は太

平洋ロングビーチを会場として、「第 20 回アジア競技

大会」のサーフィン競技が開催されます。この機を捉

えて、田原市の魅力をアジアに向けて発信することで、

市全体のブランド力を高めるとともに、スポーツの力

による地域活性化を図っていきます。 

渥美地域では、福江市街地において、市民プールや

温浴施設、子育て世代が集うキッズスペースなどの機

能を備えた「多世代交流施設」の整備を予定していま

す。その隣には、複合商業施設「あつみの市レイ」が

オープンし、スーパーのほか、ゲストハウスや地元の

農産物を使ったクラフトビールの醸造所などが営業し

ています。多世代交流施設との相乗効果による地域の

活性化を期待しています。 

また、第１部でもお話しした渥美半島先端までの「強

靱で信号のない道路」については、早期整備に向け、

現在、重要物流道路の補完路としての指定を目指して

います。これにより、陸だけでなく海からの支援も強

化され、半島防災につながるとともに、道路整備が進

むことで田原市の観光・交流の拠点である伊良湖地域

へのアクセス強化が図られることを期待しています。 

最後に、まちの活性化のためには、行政だけでなく、

民間を含めた多様な主体による取組が必要です。人口

が減少しても、まちの活力を維持できるよう、今後も、

市民や団体、関係事業者の皆さんなどと連携し、持続

可能なまちづくりを推進していきます。 

 

 

山下市長、ありがとうございました。それではお

隣、新城市の下江市長、お願いします。 

 

 

 

縮減社会は、分かりやすく言えば人口減少だと思

いますが、この人口減少時代に耐えうる地域の経

済・社会の変革を進めていくことに重点を置いた施

策に力を入れなければならないと強く実感をしてい

ます。そのうちのひとつが、産業基盤の強化です。

新城市は、この20年間で人口が20％減少しましたが、

市税の収入は減少することなく維持できています。

これは市内事業所など企業の力が大きいと思います

ので、これからも企業誘致活動に力を入れていきた

いと考えています。 

具体的には、新東名高速道路の新城インターチェ

ンジ周辺企業団地第 2 期事業を、令和 8 年度中に分

譲受付開始できるよう進めています。これに続く事

業として、東名高速道路の豊橋新城スマートイン

ターチェンジから約 5 分の場所を選定し、概要設計

を進めていきます。企業用地開発は時間がかかるた

め、できることから迅速に取り組んでいます。 

合わせて、厚生労働省の事業である地域雇用活性

化推進事業の採択を受けることができましたので、3

年間、市内の企業、事業所、また求職者の支援を行っ

ていきます。この事業は新城市商工会と連携して立

ち上げた「雇用創造協議会」が主になり、市内の事

業者に魅力を感じて定着していただくような取組と、

求職者のスキルアップや研修などを合わせて進めて

いきます。 

そして中心核における人口の集積についてです。

人口減少に伴い、居住誘導区域に定めている中心核

■新城市長 下江洋行氏 

コーディネータ 
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でも空き家ができつつあります。放置はできないた

め、空き家対策をしっかりして、まちの魅力づくり

に取り組まなければなりません。そのために官民連

携ビジョンをしっかり作って、中心核の人口規模と

商圏を保ちながら、私たちが暮らすために必要な

サービスや商品を提供していただいている事業所が

立地し続けることができるような都市機能の維持に

注力していきたいと思っています。 

新城市は、面積が広大で山間地もありますが、全

てを中心核に集めてしまうという考え方ではなく、

中心核はしっかり都市機能を維持していく、そして

周辺部は公共交通などのネットワークでしっかり

守っていく、この両輪で進めていきたいと思ってい

ます。また、市街化調整区域における空き家活用促

進区域を定めることも考えており、令和 8 年度当初

から運用できるよう現在調整をしています。 

続いて、関係人口についてですが、人口が減って

いく社会の中で、地域の人だけでなく、関係人口に

よって地域の活力を維持していくという視点は、大

変重要であると思っています。新城市には、市民活

動や地域の行事に関わってくださる市外の人がたく

さんいらっしゃいます。こうした方々の力を地域の

活力にしていけるような仕組みを作っていきたいと

思っています。これは国の地方創生の基本構想にあ

る「ふるさと住民登録制度」とも関係しますが、東

三河版の「ふるさと住民登録制度」を東三河の各市

町村で一緒に取り組めば、連携の一層の強化になる

のではないかと考えております。 

 

 下江市長、ありがとうございました。「ふるさと住

民登録制度」として、より進んだ形で関係人口増や

していく、あるいは関係人口の定着化、そうした視

点も提起されました。次は、蒲郡市の鈴木市長、よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 蒲郡市は観光のまちであり、関係人口の増大を図る

べきと思っています。今朝も、観光事業者の皆様と意

見交換してきました。インバウンドが戻ってこない、

交通の不便さといった課題も共有しながら、官民一緒

になって観光の基盤を整えていきたいと考えています。

観光面においても、広域での連携がこの地域には必要

ではないかと思っています。 

一部で港湾の話もしましたが、蒲郡の港としてク

ルーズ船を誘致しており、本年は 4 隻の寄港が予定さ

れています。来ていただいたお客様が、蒲郡だけでな

く、ご開帳の豊川稲荷や東三河の自然を楽しんでいた

だけるようにしたいと思います。田原方面は、道路で

は時間がかかりますので海上交通も視野に入れ、観光

のルートやバリエーションを豊かにして、この地域の

観光 DMO を含めた連携を強化していくことが大切だと

感じています。 

さらに、防災面でも自治体の連携が必要だと考えて

います。先日も西浦半島において、三河港湾事務所、

愛知県の皆様のご協力により防災訓練を行なうことが

できました。船を使った輸送訓練も実施し、観光事業

者や住民の皆様にも参加をいただき、より安心・安全

な蒲郡を作りたいと思っています。さらに、産学官の

防災についての連携を本年度から取り組んでおり、地

震予知の実験をしています。地震の 1 時間前に予知が

できれば、津波からの避難や安全の確保ができると思

います。80年前の三河地震では、蒲郡市で 200 名以上

の方が亡くなっています。こうした歴史を持つ地域と

して、地震予知に踏み込んで研究をしていきたいと考

えており、京都大学の梅野教授、ＪＲ東海様等と一緒

に研究を進めています。1月末に蒲郡市役所庁舎屋上に

アンテナを設置し、空の電離層の異常の発見を地震予

知に活かすよう研究しています。これが蒲郡市だけで

なく東三河全体にも拡がり、地震予知のできる地域に

なれば良いと思っています。 

また、蒲郡市は看護師の育成に苦労していましたが、

名古屋市立大学の看護学部と連携し、名古屋市の理解

を得て名古屋市立大学看護各部のサテライト校を令和

9年に開設するよう準備しています。このように、広域

の、そして産学官の連携は、やがて東三河の地域の発

展に寄与することを期待しています。最後になります

が、サーキュラーエコノミーも地域資源をしっかり最

後まで活かすという意味でとても重要になりますので、

蒲郡市は引き続き取り組んでいきます。 

  

 

 鈴木市長、ありがとうございました。お隣の、豊

川市の竹本市長、お願いします。 

 

 

 

毎年、年末に愛知県の人口動向調査結果が発表さ

れます。豊川市は、令和 6 年 10 月 1 日から令和 7

年 9 月 30 日までの期間において、社会増が 555人で

した。これは名古屋市、豊田市に次いで県内第 3 位

です。ちなみに、イオンモールがオープンした令和

5 年の発表数値では、社会増が 790 人で名古屋市に

次いで県内 2 番目でした。しかし、今回の発表数値

では自然減が 1,059人であり、人口減少としては 504

人という状況です。 

先ほども申し上げましたが、豊川稲荷午年開帳は

観光人口の増加、2 つの工業団地整備は雇用創出に

よる定住・移住人口の増加につながると考えていま

す。また、DX の推進による公共交通等の環境整備に

コーディネータ 

コーディネータ 

■豊川市長 竹本幸夫氏 ■蒲郡市長 鈴木寿明氏 
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ついては、12 月 10 日に自動運転のオープニングイ

ベントをイオンモール豊川で行いました。イベント

当日は、初期設定のハンドル位置確認不足のため、

軽い接触事故が発生してしまいましたが、安全を確

認して運行を再開し、16 日間の社会実験を行いまし

た。将来的には、レベル 4の特定条件下での無人運

転を実現したいと考えています。 

また、安全・安心の分野では、南海トラフ地震発

生時における災害救助の拠点となる消防署本署の建

て替えを令和 6年度から 4年間で整備を行います。

より機動性を持たせるため、消防署本署隣の用地を

買収し、間口を約 19m 広げます。政府の地震調査委

員会の発表では、南海トラフ地震が今後 30年以内に

起こる確率が 60％から 90%程度以上とされ、初めて

90％という数字が出されました。「備えあれば憂いな

し」ということで、着実に整備を進めています。 

他に豊川市総合計画について、豊川商工会議所の小

野会頭には第 5次、第 6 次と策定に携わっていただ

き、今回の第 7次では前回の第 6 次に引き続き、座

長を務めていただきました。本当にいい計画ができ

たと思っています。 

 

 竹本市長、ありがとうございました。続いて、豊

橋市の長坂市長よろしくお願いします。 

 

 

縮減社会を見据えて 20 年、30 年後をイメージし

て話をさせていただきます。 

日本の人口は減少期に入っています。本市の推計

では、豊橋市の人口は 2050年に 30 万人を割り込む

と見込んでおり、これは現在から約 2 割減少するこ

ととなります。私が社会に出る時の新社会人の数は

約 150 万人で、昨年は約 110万人と減少しており、

今後も将来現役世代の働き手が大きく減少する状況

において、これからどの様にして社会を維持してい

くのかを考えなければなりません。 

自治体、行政の持続可能性で重要なのは、支える

人の数・支えられる人の数のバランスと実質的な人

口密度がインフラを維持していくことであると考え

ています。 

将来的なまちづくりを考えた場合、一番重要な要

素は仕事づくりだと思っています。この地域に住み

続けてもらうためには、仕事がないと難しいと思い

ます。この地域の強みを活かしながら、道路などの

インフラ整備、産業用地の確保、農業基盤や灌漑設

備といった社会資本の整備を将来に向けて取り組ん

でいかなければならないと思っています。 

次に、社会資本の維持管理について、本市では公

共施設等総合管理計画を策定し、今後 30年間で公共

施設延床面積の 2 割削減を目標としています。また

豊橋市は 42年ぶりに水道料金の値上げをします。こ

れは、将来にわたって綺麗な水と衛生環境を維持す

るために必要なことと考えています。 

また、広域連携も非常に重要だと思っており、東

三河広域連合による介護保険事業は順調に進んでい

ると思います。上下水道では、豊川市、田原市、湖

西市と個別に連携しており、ゴミ処理に関しても、

田原市と共同で新しくゴミ処理施設を作っています。

消防に関しても、東三河消防指令センターとして通

信司令室を共同運用するなど連携を進めています。

こうした連携を通じて、スケールメリットを活かし

効率化を高め、縮減社会を乗り越えていくことが重

要であると考えています。 

 

 

 長坂市長、ありがとうございました。最後に、愛

知県の江口副知事よろしくお願いします。 

 

 

 深刻な人口減少に加え、東京一極集中といった人

口の偏在により、地方の人口は減少しています。そ

うしたことを背景に、多岐の課題が山積する中、各

首長の皆様が、それぞれの自治体の特性・特色を活

かしながら多様な事業を工夫しながら進められてい

ることをあらためて実感しました。愛知県としては、

地域の強みや特色を活かしたまちづくりを支援しな

がら、広域的な取組を合わせて実施することが基本

的な形になると思います。各市町村が互いに競争し

ながら相互に連携・補完し、愛知県もその取組を支

援しながら、東三河全体の均衡ある発展を遂げてい

くことが理想であると考えています。 

東三河県庁では、人口減少に立ち向かい、住み続

けられる地域を維持するため、2 つの方向からの取

組を考えています。1 つ目は「意欲ある人の創出」、

2つ目は「人に代わる力の導入や合理化」です。「意

欲ある人の創出」では、人材発掘や育成、チャレン

ジする人に対するサポートといった人づくりの支援

によりさまざまな地域課題を解決し、活力を生み出

していこうというものです。これに関連して愛知県

の「STATION Ai」の連携パートナーである「東三河

スタートアップ推進協議会」が設置されるなど、ス

タートアップ支援の環境が整っている東三河地域の

特色を活かした取組を、本年度既に実施しています。

具体的には、全国有数の農業生産地である東三河に

おける農業系スタートアップの創出・呼び込みを図

るため、首都圏の事業者と東三河地域の関係構築を

目的としたマッチングイベントを昨年 11月、東京で

コーディネータ 

■豊橋市長 長坂尚登氏 

■愛知県副知事 江口幸雄氏 

コーディネータ 



 

16 
 

8市町村長によるパネルディスカッション Discussion 

開催しました。2月には第 2弾として、実践的なマッ

チングのイベントを東京で開催します。 

また、「意欲ある人の創出」では、地域の未来を担

う人材を育むため、愛知大学との連携協定に基づき

新たな講座を昨年 9月に開講しました。愛知県職員

と学生がグループを組み、地域課題の把握から実践

的な政策立案・シミュレーションまでを一貫して

行っています。1月 14 日に成果報告会を開催します

ので、ぜひご参加いただいて若者目線ならではの東

三河の未来につながる政策提案を聞いていただけれ

ばと思います。 

次のアプローチとして「人に代わる力の導入や合

理化」についてです。日常生活に欠かすことができ

ないリアルなインフラについては、三遠南信自動車

道や浜松湖西豊橋道路、三河港の機能強化などによ

り、物理的に人やものを動かしやすくし、生産性の

向上を追求します。さらにデジタルテクノロジーの

活用により、東三河地域の広大な面積に由来する物

理的距離や時間的距離の制約を飛び越えることがで

きると考えています。情報通信基盤整備、自動運転、

ドローン物流、地域交通の再構築など、デジタルを

徹底的に活用し、リアル空間での利便性・生産性の

向上とさまざまな地域課題の解決を図っていきます。

こういった「意欲ある人の創出」や「人に代わる力

の導入や合理化」の両面から、さまざまな地域課題

に対応していくことで、人口減少に向き合い、活力

ある東三河を目指していきたいと考えています。 

他にも、愛知県全体の課題として、人口減少、雇

用、地域振興対策として企業用地の造成があります。

データセンターや物流基地など旺盛な企業用地の需

要もあり、愛知県企業庁は各市町村と連動しながら

企業用地を開発し、さまざまな企業を呼び込みたい

と考えています。これを基礎として雇用の場を創出

し、人口の増加や地域の発展を図っていきたいと思

います。 

昭和 48年の出生数 211 万人から令和 7 年は 70万

人を大きく下回り、人口減少が進んでいます。小中

学校だけではなく、公立高等学校の再編も考えなけ

ればならない時期に来ています。また、私立高校も

含めて学費が無償化となり、公私立含めて地域のま

ちづくりの中心的な位置を占めている高等学校をど

のように運営していくかが課題となります。愛知県

はこうした課題と向き合いながら、皆様としっかり

議論し、一緒に挑戦をして東三河地域の発展を実現

していきたいと考えています。 

 

 

 

 どうもありがとうございました。テーマ 2 の「縮

減社会を見据えた各自治体におけるまちづくりの将

来像」について 10 人のパネラーの皆様からお話を伺

いました。ひとつあまり出てこなかった話題として、

外国人の問題があると思います。この地域は外国人

比率が高い地域であり、将来を考えていく上で、人

口が年齢構成などバランスを取って減少すれば大き

な問題は起きないかもしれませんが、現状はそうで

はありません。高齢者という労働者を需要する側が

増え、若者という供給する側が減っていくため、こ

こ数十年は労働需給のアンバランスが続くと思いま

す。これをどう埋めていくのかについては、AI など

の活用で効率化することも大事ですが、それだけで

は埋まらない問題があると思います。以前、私が豊

橋市で働いていた時に、多くの企業関係者と話をし

た中で、外国人を戦力として位置づけている会社が

あり、特定の国と連携して、現地で教育訓練をして

もらい、一定期間来日して働いてもらい、その技術

を国に持ち帰り活躍してもらうというモデルを実践

されていました。日本は島国であり、陸続きで入国

できる国とは異なり、出入国の管理がしやすいこと

を良い条件として、日本に来て日本の社会に定着し

て働いてもらえる外国人を丁寧に育成して、日本で

定住してもらうのも、本国に技術を持ち帰り活躍し

てもらうのも良いと思います。日本の文化や伝統に

同化を求めるのではなく、日本が戦後培ってきた日

本社会の文化や伝統に触れていただき、「丁寧な人づ

くり」を外国人の方々にも適用して、活躍していた

だくという視点を大事にしていきたいと思います。

イベントなどを通じて、同じ市民として活躍する、

楽しむような機会を作ることも大事であると感じま

した。あらためて、外国人との接し方を課題として

認識しました。 

 その他、広域連携や民間活力の活用などは非常に

大事だと思います。先ほど自治体職員の採用が難し

くなっている話をしましたが、仕事本位の人の採用

の仕方や、特定の期間に東三河を舞台に活躍しても

らうといったフレキシブルで多様な働き方を東三河

地域でも導入していく考え方もあると思います。 

本日のテーマは「縮減社会を見据えた各自治体に

おけるまちづくりの将来像」ということで、縮減と

いうのを念頭に置きながらも、どう転換を図ってい

くかが必要になります。結婚しないだけでなく、結

婚しても子どもを作らない人が増えているという話

をしましたが、データ上で韓国は日本より少子化が

進んでおり、背景には日本同様に、教育にコストが

かかりすぎるといった問題もあるかもしれません。

根が深い長期的なテーマでありますが、こうしたこ

とも見据えながら、東三河 8 市町村に湖西市を加え

たこの地域が将来新たな展開をしながら、日本の中

で光り輝く地域になると良いと思います。 

コーディネータ 
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【令和 8 年度重点施策】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊橋市は令和８年に市制施行１２０周年という大きな

節目を迎えます。これまで、先人のたゆまぬ努力と、市

民の皆様一人ひとりのまちへの愛着と協働によって、豊

かな地域社会を築いてまいりました。心より感謝申し上

げます。 

この素晴らしい豊橋を未来の子ども達に引き継いでい

けるよう、皆様と連携しながら、暮らしを守り、そして

地域経済の成長を支えてまいります。 

令和８年度から、第６次豊橋市総合計画後期基本計画

が始まります。皆様一人ひとりが「暮らしやすさ」を感

じ、より多くの皆様に「豊橋に生まれてよかった」「住み

続けたい」「外に出てもまた戻ってきたい」と思ってもら

えるまちづくりを進めてまいります。 

 

 

１ 楽しい子ども時代を過ごせるまちづくり 

子どもの権利について市民の皆様の理解を深めるとと

もに、条例策定に向けた取り組みを進め、すべての子ど

もが守られる環境づくりを進めます。 

学校や教室へ行きづらさを感じる子どもへの支援を強

化するため、自分にあった学びの場を選択できる環境を

整備します。また、こども未来館をリニューアルします。 

２ 豊橋新城スマートＩＣ（仮称）を活かした地域活性 

 現在整備が進む「豊橋新城スマートＩＣ（仮称）」を、

北部地域をはじめ本市の活性につなげるよう、美しい景

観など地域資源を活かした新たな広域交流拠点や企業進

出の受け皿となる産業用地の整備などに取り組みます。 

３ 三河港の振興 

 国際的な自動車港湾「三河港」において、物流と防災・

減災機能の強化、ＤＸ・脱炭素を念頭においた港湾整備

が進められるよう関係機関と連携し、事業促進を図りま

す。そのため現港湾計画に掲げられている岸壁、ふ頭用

地、工業用地や臨港道路の早期実現と次期港湾計画改訂

の着実な推進をお願いしてまいります。 

 

４ 広域幹線道路の整備促進及び産業集積 

 地域経済の更なる発展のため、浜松湖西豊橋道路の早

期事業化や国道２３号名豊道路の暫定２車線区間の４車

線化に向け、関係機関の皆様と連携して整備促進に力を

注いでまいります。また、将来を見据えた戦略的な土地

利用により更なる産業集積を図るため、道路交通の利便

性が高い地区を中心に、新たな産業拠点となる工業用地

等の確保に取り組みます。 

５ 豊橋技術科学大学と連携した半導体を核とした

次世代産業振興 

 豊橋技術科学大学と「半導体を核とした次世代産業振

興のための連携・協力に関する覚書」を令和７年５月に

締結しました。これに基づき地域企業による次世代半導

体・センサ科学研究所（IRES2）の活用を促すなど、新事

業の創出に取り組みます。 

６ スポーツ環境の充実 

 市民のスポーツ環境充実や健康増進に資する施設、憩

いの場や遊び場としての公園、防災活動の拠点として、

市民の皆様の声に耳を傾けながら多目的屋内施設及び豊

橋公園東側エリアの整備を進めます。そして本事業をま

ちの賑わい創出、交流人口の拡大、地域経済の活性化に

つなげてまいります。また、豊橋総合スポーツ公園に防

災の専門家からの意見などを踏まえ、安全性を高めた新

たな野球場の整備を進めます。 

本年９月、１０月に実施される「アジア競技大会・ア

ジアパラ競技大会」では、本市にも競技会場が設けられ

ます。同大会によるスポーツの振興や国際交流、地域の

活性化につなげてまいります。 

７ 広域連携の推進 

 設楽ダムをはじめ、河川、港湾、道路など、東三河地

域の持続的な発展のために重要な事業の推進に向けて、

関係者の皆様とともに国や県にお願いしてまいります。

また、豊橋田原ごみ処理施設整備や上下水道の維持管理

など、市境、県境を越えた連携による地域課題の解決に

引き続き取り組みます。 

 

 

豊 橋 市 

 

令和 8年（第 56回） 

東三河 8市町村長を囲む新春懇談会 

 

東三河 8 市町村令和 7 年度重点施策一覧 
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【令和 8 年度重点施策】  

 

 

本市では、令和８年度から「第７次豊川市総合計画」

のもとで新たなまちづくりがスタートします。この計画

は、定住・交流の促進を目指す施策を位置付けている、

まち・ひと・しごと創生総合戦略を統合し、少子高齢化

の進行と人口減少への的確な対応をこれまで以上に意識

して、本市の持続的な発展に向けた施策を展開してまい

ります。 

 令和８年度は、保健センター、休日夜間急病診療所、

児童発達支援センターといった、保健・医療・福祉の機

能を備えた総合的な拠点となる「総合保健センター」が

八幡駅南側エリアでオープンいたします。すべての市民

の健康づくりを総合的に支える質の高いサービスを提供

してまいります。また、１１月に執り行われる予定であ

る豊川稲荷午年開帳では、観光・商業振興の絶好の機会

と捉え、官民一体となり「オール豊川」で来訪者をおも

てなしいたします。本年も、「元気なとよかわ 子育てに

やさしく 人が集うまち」を施策の柱とし、「もっと元気

な豊川市」の実現に向けた取組を推進してまいります。 

 

 

１ 暮らしやすさ第一豊川市 

産業が盛んで活気みなぎるまち、市民にとって安全・

安心なまち、文化やスポーツに親しむことができる暮ら

しやすいまちをつくり、毎年１,０００人の社会増を目指

します。 

○人口増 

 雇用の創出に向け、内陸の豊川白鳥地区及び豊川為当

ＩＣ地区の新規工業団地整備を推進します。さらに、分

譲中の御津１区工業用地及び県企業庁において立地エン

トリーが開始された豊川白鳥地区への企業誘致に向けた

トップセールスや、ＪＲ愛知御津駅の橋上化などを引き

続き実施し、人口動態の改善につながる施策を展開しま

す。また、市民を含む多様な主体が一体となった「オー

ル豊川」でのシティプロモーションとして、移住・定住

に資する情報発信などを強化します。 

○産業・観光 

 充実した産業支援として、商工会議所、商工会、農協と

の連携を強化し、農業及び商工業支援事業を実施するとと

もに、新産業創出に向けたスタートアップ支援、長沢地区

における土地改良事業を通じた農業基盤整備のほか、とよ

かわバラを始めとする農産物などの販路開拓支援や全国

へのＰＲを展開します。 

 さらに、１１月の豊川稲荷午年開帳にあわせ、多くの来

訪者をお迎えできるよう豊川稲荷表参道を始めとする門

前周辺の基盤整備を実施します。また、ホテル・バンケッ

トルーム誘致に向けたＰＲ活動も引き続き実施します。 

○安全・安心・基盤整備 

 安全・安心分野では、自転車の交通事故の被害低減を

図るため、全年齢を対象としたヘルメット購入補助を令

和９年度末まで１年延長します。基盤整備分野では、近

年の建設資材や人件費の高騰を踏まえ、道路拡幅・改良

工事やカーブミラー・区画線・グリーンベルトの整備に

係る予算を拡充し、町内会の要望等にしっかり対応して

いきます。 

○文化・スポーツ 

 文化振興として、地域の文化・学習活動の拠点となる

御油生涯学習センターの建替工事に着手するとともに、

赤坂の舞台を始めとする地域伝統芸能の活性化に向け、

伝承支援を引き続き実施します。スポーツ振興としては、

引き続きマラソンイベントに著名なゲストランナーを招

聘するとともに、参加者や来場者への充実したおもてな

し事業を展開します。 

２ 子育て豊川応援団 

日本一子育てしやすいまちを目指し、子育て世代を全

力で応援するとともに、子どもに希望を与える教育を進

めます。また、高齢者や障害者にやさしく、安心して暮

らせるぬくもりのまちづくりを進めます。 

○子育て支援 

子育て世帯の経済的な負担軽減のため、保育園や認定

こども園、幼稚園に通うすべての児童の給食費や、高校

３年生世代までの医療費（保険診療分）の自己負担額の

無料化を引き続き実施するとともに、保護者負担が保育

所よりも割高となる幼稚園に入園する子の保護者に対し

応援金を支給します。また、老朽化した保育所の建替整

備を計画的に実施し、保護者が安心して子どもを預けら

れる環境整備を進めます。 

○教育 

児童・生徒の教育環境の改善に向け、特別教室への空

調設備の導入整備を前倒し、令和８年度冬までの稼働を

目指すとともに、小中学校体育館及び市武道館における

空調設備の導入に向けた取組も進めます。また、困難を

抱える児童・生徒の支援体制を強化するため、スクール

ソーシャルワーカーを増員します。 

学校給食では、地産地消を推進するとともに、給食費

の物価高騰分を引き続き公費負担し、保護者負担額を据

え置きます。 

○健康福祉 

高齢者に向けた取組として、就業機会の提供につなが

るシルバー人材センターへの支援拡充を継続します。障

害者に向けた取組としては、外出を後押しする福祉タク

シー等の助成や、事業者が行う合理的配慮の提供に要す

る助成を引き続き実施します。 

３ 市民と創る協働と健全財政のまち 

市民とＮＰＯ、行政の連携を深めるとともに、再生エ

ネルギーの活用など、環境に配慮したきめ細かな施策を

展開します。また、公共施設の総量削減（ファシリティ

マネジメント）に取り組むなど健全な行財政運営に努め

豊 川 市 
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【令和 8 年度重点施策】  

ます。 

○市民との協働 

 町内会役員の負担軽減に向け、電子回覧板導入など地域

コミュニティ活動のＩＣＴ化支援や、町内会役員負担軽減

庁内プロジェクトチームでの検討を継続し、役員のなり手

不足解消に資する取組を進めます。また、町内会や市民活

動団体、地域貢献企業等が協働して地域課題の解決を図る

取組を支援し、協働のまちづくりを推進します。 

○環境 

 「豊川市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、公共施

設における照明設備のＬＥＤ化をリース方式にて進めて

まいります。また、家庭における地球温暖化対策設備の

導入や次世代自動車の購入にかかる費用負担の軽減に取

り組むとともに、市内中小企業を対象に、省エネルギー

セミナーや省エネルギー設備の導入費補助などを実施し、

脱炭素経営に資する取組を支援します。 

○行財政運営 

 公共施設のファシリティマネジメントにおける取組と

して、一宮地区公共施設再編事業や、合併推進債を活用

した本庁舎等の建替整備を進め、施設の複合化・集約化

による新たな価値創出を目指します。また、職員の適正

配置と資質向上に向けた研修を充実させ、市民から信頼

される行政経営の実現を目指します。 

４ 国・県への強い要望  

マニフェストに掲げる３つの基本理念に基づく取組以

外では、設楽ダムの早期完成や、名豊道路の４車線化、

国道１５１号一宮バイパスの建設、東三河環状線の整備

促進等の基盤整備について、さらに事業が進捗するよう、

引き続き国や県に働きかけてまいります。 

特に、本市の発展に欠かせない、都市計画道路姫街道

線の４車線化と名鉄豊川線・ＪＲ飯田線踏切部立体交差

化、臨港道路東三河臨海線の早期実現、令和５年６月豪

雨の被害を踏まえた二級河川佐奈川及び音羽川と一級河

川善光寺川の早期整備についても、強力に働きかけを

行ってまいります。 

 

 

 

蒲郡市では、市民のウェルビーイング実現のため、サー

キュラーシティやイネーブリングシティなどの政策に取

り組んでまいりました。 

今後も引き続き、市民一人ひとりが希望と幸せを実感

できるまちを目指すため、「蒲郡市民憲章三つの誓い」を

市政の原点として、一歩一歩着実に歩み、市民の皆様と

ともにワンチームで「みんなの力でまちづくり」を目指

し、だれ一人取り残さない社会を目指してまいります。 

 

 

１ 健康づくり・子育て施策の推進 

健康施策については、昨年３月に策定した「健康がま

ごおり２１第３次計画」に基づき、これまでの取組に加

えて、新たにライフコースアプローチを踏まえた健康づ

くりを進めてまいります。そして、「次世代を見据えた健

康づくり」として、こどもたちが健やかに成長でき、子

育てしやすい環境づくりを進めていくとともに、「幸福」

を軸として健康を高めるまちづくりの推進にも取り組ん

でまいります。 

また、健康づくりでは、今年度よりこどもの頃から性

や健康に関する正しい 知識を持ち、将来の妊娠や出産

を含めたライフデザインを考えて生活を送ることができ

るように、プレコンセプションケアの普及啓発を始めま

した。その一環として、小中学校に助産師を派遣して、

性教育を含めた健康に対する正しい知識の情報提供を

行っております。 

さらに、地域の医療機関と連携した取組では、行政・

医療・介護の分野で、必要な医療情報等を連携できるプ

ラットホームを構築し、さらなる連携の強化を図りまし

た。このプラットホームを活用して、健康に関するさま

ざまな情報を共有して市民の健康づくりに生かすととも

に、ＰＨＲ（パーソナルヘルスレコード）を活用して、

日々の健康記録や健診記録の管理といった生活習慣病の

予防の取組も推進してまいります。 

そして、企業の皆様とも連携した健康づくりも進めて

おります。本市では、企業の健康宣言にも積極的に取り

組んでおり、現在１４０社を超える事業所から健康宣言

をしていただき、自主的な健康経営を進めていただいて

おります。また、働く世代を対象とした健康づくりセミ

ナーを開催するなど、働く世代の健康づくりにも取り組

んでおります。 

子育て支援については、「子どもファースト」の理念に

基づいた子育てしやすい環境整備に努め、すべての子ど

もたちが幸せを実感し、健やかに成長することができる

よう、効果的な施策を実施しております。 

具体的な取組としまして、今年度は、子どもの健全な

育成を図るため支援が必要な子どもの居場所となる児童

育成支援拠点を開設し、今後は、新たに子ども・若者の

居場所づくりにも取り組んでまいります。 

また、育児における孤立を解消するべく相談事業の充

実や、子育てにかかる経済的負担軽減のため保育園及び

幼稚園などの給食費や保育料への支援も引き続き実施し

てまいります。 

加えて、高まる保育ニーズに応えるための保育園整備

としまして、引き続き、塩津小学校敷地における保育園・

小学校等の複合施設の建設を進めるとともに、現在の大

塚保育園の敷地に大塚西保育園を統合した新しい保育園

の建設を進めてまいります。 

今後も、多くの方が安心して子育てできるまちを目指

し、市民の皆様とともに健康施策・子育て支援施策を推

進してまいります。 

蒲 郡 市 
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２ イネーブリングシティの形成 

蒲郡市では、すべての人のウェルビーイングの実現のた

め、「イネーブリングシティの形成」に取り組んでおりま

す。令和６年度に、市長・副市長直下に組織した「ウェル

ビーイング推進課」を中心に、各部各課の施策や計画に

ウェルビーイングの視点を盛り込み、庁内横串を指して推

進をしております。 

イネーブリングシティとは、幸福と健康の両方向からア

プローチする新しい健康なまちづくりの概念で、横浜市立

大学武部貴則特別教授のご指導のもと同大学との共同研

究により進めています。 

具体的には、まちを歩き、幸福と健康を感じる要素を見

つけ、独自のアプリを使って写真をとり、コメントを投稿

する「イネーブリングシティウォーク」実施し、そこで集

められたまちの幸福要素（イネーブリングファクター）を

増やし、同時に課題解決につなげることによりまちづくり

を進める方法です。これまでに１０回のイネーブリングシ

ティウォークを実施し約４００人の方から３５００を超

える写真と投稿をいただいております。本市のイネーブリ

ングファクターとしては、眺望や神社仏閣、緑の草花など

市独自のイネーブリングファクターが抽出されてきてお

ります。それらをまちづくりに活かすとともに、今後は東

京藝術大学のアートコミュニケーション共創拠点事業と

も連携しながら、まちにアートを施し、歩きたくなるまち

づくりの推進にも取り組む予定です。 

３ サーキュラーシティの推進 

国では、令和６年に「第五次循環型社会形成推進基本

計画」において、「サーキュラーエコノミー」を国家戦略

として位置づけました。これに基づき、地域における資

源循環モデルを構築するとともに、ヒト、モノ、カネ、

データに技術力などの日本の強みを融合した新しい資源

循環市場の創出が進められています。 

このような中、本市ではこの取組を地域レベルで具現

化し、持続可能で循環型な地域を目指すため「サーキュ

ラーシティ」を掲げ、市民や事業者と共創しながら地域

資源を活用した資源循環モデルを構築しています。 

さらに、加速、継続させていくため、同じ目的を持つ

産学官などの多様な主体が有機的に連携する組織である

「がまごおり循環経済イノベーションコンソーシアム」

を設立します。この組織では、地域内外から循環型な技

術などを集約し、事業進捗に応じた、きめ細やかな支援

体制を整えることで経済、社会、環境を成長させるイノ

ベーションを継続的に創出していきます。 

また、地域を超えた広域的な連携にも注力していきま

す。広範囲における資源循環のネットワークを構築し、

エリアにおける循環型産業の基盤強化を積極的に行って

いきます。 

これらにより、市民が実感できる生活環境の改善と新

しい雇用創出、さらには自然への負担を軽減するととも

に、地域資源を活用した新たなイノベーションの創出や

産業の活性化を通じて、市民の誇れる「サーキュラーシ

ティ」の実現を目指してまいります。 

４ 都市基盤整備の促進 

幹線道路の整備は、地域産業の発展や市民生活の利便

性向上等において最重要課題であります。 

唯一の未開通区間でありました国道２３号蒲郡バイパ

スの東部区間が開通し、事業開始から約半世紀を経て、

名豊道路が全線開通いたしました。 

名豊道路の全線開通により、所要時間の短縮、並行路

線の渋滞緩和や交通量の減少など、様々な効果が出てお

り、今後は、物流の効率化や人流の活発化が進み、産業、

観光などのさらなる発展と、災害時の救急救命や救援物

資の運搬を支える緊急輸送道路として役割を果たすなど、

地域の安全・安心が確保されることを期待しています。 

名豊道路の事業進捗が円滑に図られるよう、暫定２車

線区間の４車線化整備について、引き続き、国や県への

積極的な要望活動を行ってまいります。 

また、国道２３号蒲郡バイパス御津金野インターチェ

ンジとラグーナ蒲郡地区を結ぶ都市計画道路大塚金野線

がございます。 

ラグーナ蒲郡地区では、ラグーナテンボスのラグナシ

アやフェスティバルマーケットをはじめ、豊田自動織機

海陽ヨットハーバー、リゾートトラストのラグーナベイ

コート倶楽部などが立地し、今後も多くの開発が期待さ

れております。 

都市計画道路大塚金野線の整備により、国道２３号名

豊道路へのアクセスが向上し、東三河地域はもとより、

さらに広域的な交流が促進され、観光をはじめとした地

元への波及効果が大いに期待されます。 

この路線につきましては、令和６年度に県道として事

業化されたため、今後、さらなる整備促進が図られるよ

う、先月、新たな同盟会を設立し、引き続き、県や国へ

の積極的な要望活動を行ってまいります。 

蒲郡市の重要な港である三河港蒲郡地区では、国内ク

ルーズ船の寄港が年々増加しており、今年度は過去最多

となる４隻の寄港が予定され、すでに３隻が寄港してお

ります。来年度はこれまで以上の寄港回数が見込まれる

ことから、そうした場面で、この地域の魅力を一層強く

発信し、将来的には外航クルーズ船の寄港も視野に入れ、

取り組んでまいりたいと思います。また、クルーズ船が

着岸いたしますマイナス１１ｍ岸壁の更なる機能拡充と

して岸壁の延伸と、岸壁背後のふ頭用地の早期整備に向

けて要望活動を進めてまいります。 

そのほかにも、サーキュラーエコノミー関連の実証実

験などにも、引き続き取り組み、サーキュラーシティ蒲

郡として、サーキュラーエコノミーポートの実現に向け、

関係各所との連携を深めながら、新たな産業創出につな

がる取組を推進してまいります。 

また、蒲郡駅から徒歩５分に位置していながらも長年

にわたり未利用となっている港湾の埋立地の開発「東港
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地区開発推進事業」に取り組んでおります。 

この事業は、計画検討段階から、市民の皆様に実際に

まちに関わるという視点でワークショップや社会実験に

参画いただいており、事業区域の一部では、定期的なマ

ルシェイベントなどを市民の皆様が主体となって実施い

ただいております。ここでは、みなと緑地ＰＰＰといっ

た民間資金を活用する制度の活用も検討しておりますの

で、商業機能などのコンテンツの充実を図ってまいりた

いと考えております。 

現在の取組状況といたしましては、埋立地の土地利用

計画などを示すマスタープランの策定を進める一方、第

２世代交付金の採択を受けまして、港の玄関口となる竹

島ふ頭の先行整備に向けた設計業務を行っております。 

穏やかな三河湾に面した東港地区をさらに魅力的な場

所にすることで、蒲郡市民だけではなく三河地域の皆様

にとっても、日常生活の一部として心地よく過ごしてい

ただける場所にしていくことを目指してまいります。 

５ 産業の振興 

本市では、引き続き、創業支援ネットワークによって

創業希望者に多様な支援を行って新たな事業が地域に活

力をもたらし、本市の魅力向上に繋がる持続可能なまち

づくりに努めてまいります。 

また、市内での産業創造プラットフォームの形成を進

めると共に、市内事業者との化学反応を期待し、日本最

大級のオープンイノベーション拠点であるＳＴＡＴＩＯ

Ｎ Ａｉに席を置き、スタートアップ企業との交流をより

深めてまいります。併せて、蒲郡商工会議所と連携し、

地元事業者とスタートアップ企業との共創に繋がるイベ

ント等を積極的に実施してまいります。 

他にも、経営者の高齢化や後継者不足が深刻化するな

か、円滑な事業承継が行われるよう「がまごおり事業承

継ネットワーク『かけはし』」では、愛知県事業承継・引

継ぎ支援センターを始めとする１１の支援機関と連携し、

事業承継を強力に支援します。 

中心市街地活性化の一環として実施する福寿稲荷ごり

やく市では、市内の小中学生や蒲郡青年会議所との連携

など新たな担い手が参加し、盛り上がりを見せているこ

とから、継続的にサポートしてまいります。 

本市の強みである再生医療に関しても再生医療があた

りまえの医療となるよう蒲郡再生医療産業化推進委員会

の活動を通して、産学官連携の結びつきを強め、市内外

に再生医療の可能性を周知・啓発事業を実施してまいり

ます。 

産業立地につきましては、財源の確保、地域経済の活

性化、雇用機会の拡大を目的として、市内進出を希望す

る企業への立地支援を行うと共に、長年、市内に工場等

を有する企業に対しては、工場・研究所の新設・増設に

向けた再投資を促進し、今後も企業ヒアリングなどを通

じた密なコミュニケーションを図り、本市の活性化に資

するよう産業立地に取り組んでまいります。 

 

 

昨年１０月の市長選挙で、多くの皆様から力強いご支

援と温かいご厚情を賜り、引き続き市政運営に携わらせ

ていただくこととなりました。この重責を胸に刻み、新

城市の明るい未来を見据えたまちづくりに全力で取り組

んでまいります。 

新城市は豊かな自然と歴史、そして人々の心の温かさ

が感じられる魅力にあふれたまちです。これらの資産を

大切に守りながら、次世代が夢と希望を持ち安心して暮

らし続けられる、人が集まり元気で活力あるまちの実現

を目指してまいります。そのために新たな企業用地の開

発等による企業誘致と、まちの中心核における集住と魅

力づくりに力を入れてまいります。あわせて関係人口創

出を地域の活力につなげるために、様々な形で新城市に

関わってくださる方を見える化し、地域や市民とのつな

がりづくりを推進してまいります。 

これらを実現していくため、第２期市長マニフェスト

として５つの目標を掲げました。 

１．将来に責任を持つ行財政改革 

信頼と安心に応えられる市役所づくりによる市民満足

度の向上と、持続可能な行財政運営を目指します。 

２．安心して暮らし続けられるまち 

人生１００年時代の安心につながる医療・介護・福祉

施策の充実と、生きがい・健康づくり活動等のさらなる

推進をはかります。 

３．市民の安全を守るまち 

かけがえのない市民の命と財産を守る、防災・防犯対策

等の強化と、強靭化に向けてのインフラ整備を進めます。 

４．次世代が夢と希望を持てる郷土愛を育むまち 

子育て・教育環境の充実による子どもと子育て世代へ

の支援と、若者の活躍を応援する施策を推進します。 

５．人が集まる元気で活力あるまち 

人口減少・少子高齢化社会における地域産業構造の変

化への適応と強化、関係人口のさらなる創出などにより、

まちの魅力と活力を創造します。 

また、これらの目標を達成していくため、それぞれの

目標につながる４７の項目があります。令和８年度にお

いて重点的に取り組んでいく施策等は以下のとおりです。 

 

 

〇Ｚ世代課による組織文化のアップデート 

Ｚ世代を中心とする若手職員の価値観の変化を鑑み、

時代に即した組織文化を醸成し、職員のウェルビーイン

グの向上を図るため、令和７年度にＺ世代（２９歳以下）

の職員で組織する特命チームとして「Ｚ世代課」を新設

しました。今後は「Ｚ世代課」による市役所の課題抽出

を踏まえ、将来世代に選ばれ世代のリレーができる市役

新 城 市 



 

  22  

 

【令和 8 年度重点施策】  

所像を模索し、組織文化のアップデートを図ります。 

〇満足度を高める窓口改革の推進 

 「市民の利便性の向上」と「業務効率化による職員負荷

の軽減」の両立を目的として、窓口のビジョン「市民も職

員も“楽ちん”窓口」を掲げています。その１つの取り組

みとして「おくやみコーナー」の設置に向けた準備を行う

など、必要な手続きのワンストップ化を進めます。 

〇３歳未満児の第２子以降に係るこども園保育料の無償化 

こども園の未満児保育料の無償化を、第３子以降から

第２子以降に拡充を図ることで、第２子以降に係るこど

も園保育料の完全無償化を実施します。 

〇千郷地区に新設こども園の整備 

 令和６年７月に策定しました「新城市こども園再編・

整備計画」に基づき、千郷中こども園と千郷西こども園

の２園を統合し、千郷地区に新設こども園を令和１２年

度に開園できるよう建設事業に取り組みます。 

〇新城設楽ごみ処理広域化施設の更新 

 令和５年３月に見直しを行いました「東三河ごみ焼却

施設広域化計画」に基づき、新城市と北設広域事務組合

構成町村（設楽町・東栄町・豊根村・長野県根羽村）に

おける、可燃ごみ処理の広域化を推進します。 

広域化施設の整備用地は、現施設用地である新城市ク

リーンセンター及び新城市資源集積センターの用地とし、

新設のほか新城市クリーンセンターの再延命化について

検討します。 

〇小中学校の特別教室と体育館へのエアコンの段階的な設置 

 近年の猛暑酷暑のなか特別教室の暑さ指数（ＷＢＧＴ）

が規定値を超え、授業活動ができない影響を鑑み、中学

校の特別教室へ空調設備を令和８年度中に設置し、その

後小学校への設置を早急に進めます。また、避難所とし

ての機能を併せ持っている体育館への設置も段階に進め、

児童生徒の授業や遊び場の確保と、安心安全な避難所開

設のために順次進めます。 

〇小学校１、２年生の３０人学級を導入 

 一人ひとりの児童生徒に向き合う時間を十分に確保す

るとともに、きめ細やかな指導が行き届くよう、国に先

駆けて中学校の３５人学級を取り入れました。今後は、

新しく学校生活をスタートし、学びの土台をつくる大切

な時期であります小学校１、２年生の３０人学級の実現

に向け取り組んでいきます。 

〇新城インターチェンジ周辺企業団地２期事業に続く新

たな企業用地開発 

 地域経済の活性化及び安定的な財源の確保のため、令

和７年度に市内全域を対象とした企業用地適地選定業務

を実施し、愛知県企業庁による開発候補地として市内一

鍬田地区を選定しました。今後、新たな企業用地開発・

造成を実施し、雇用創出につなげていきます。 

〇市の中心核への集住と魅力向上の推進 

 人口減少が進む中、市民の生活を守り続けていくため

には、さらなる魅力づくりと市の中心核としての都市機

能の維持は不可欠です。市の中心核であっても空き家な

ども増えている現状から、中心核の人口密度を維持して

いく対策が必要となります。こういった課題の洗い出し

を行い、課題解決に向け官民連携による取り組みを推進

していきます。 

〇２０２６年アジア大会（自転車競技）の開催 

 新城市がアジア競技大会自転車ロードレースの競技会

場として仮決定されており、タイムトライアルと自転車

ロードレースの２種目が男女別で行われる予定です。ゲ

ストランナーによる聖火リレーなどで盛り上げるととも

に大会の円滑な開催に向け、開催自治体として支援して

いきます。また、このアジア競技大会を契機に「じてん

しゃのまち新城」をＰＲし、交流人口の創出につなげて

いきます。 

〇湯谷温泉街活性化構想によるにぎわいの創出 

 現在、湯谷温泉街では温泉旅館の廃業等により宿泊者

数が減少傾向にある中、本年度は官民連携による湯谷温

泉街の全体の活性化に向けた基本構想を策定しています。

構想の策定により地域の方の機運醸成による自発的なま

ちづくり体制を構築することで、持続可能な発展のため

の活性化構想を創り上げ、持続的な温泉街の魅力向上を

目指します。 

〇全国山城サミットの開催 

令和８年度は新城開府４５０年となります。 

これに合わせて、長篠城跡をはじめ、新城市内の城郭

や長篠・設楽原の戦いを全国へＰＲするため、全国山城

サミットを開催します。 

全国の山城がある自治体などと情報交換し、山城の保

存や観光資源として地域活性化につなげていきます。 

 

 

 

 

 第２次田原市総合計画の将来都市像である「うるおい

と活力あふれるガーデンシティ～みんなが幸せを実現で

きるまち～」の実現に向け、３つの重点施策である「住

み続けたいまちづくり」、「住んでみたい・訪ねてみたい

まちづくり」、「未来につながるまちづくり」を着実に推

進し、誰もが誇りと愛着を持ち、住みやすさを実感でき

る「元気な渥美半島・田原市」を目指してまいります。 

 

 

１ 住み続けたいまちづくり 

○妊娠・出産、子育て、教育環境の充実 

将来を担う子どもたちが健やかに育つことができるよ

う、子育て世帯を積極的に応援するため、産前・産後ケア、

０歳児からの保育園・こども園の保育料及び給食費の無償

化、３６５日保育、小中学校入学応援金の支給、小中学校

給食費の支援、１８歳までの医療費無償化などを継続し、

安心して妊娠・出産、子育てを迎えられるよう、子どもの

成長に合わせた切れ目のない支援を行います。 

田 原 市 
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また、保育園における適正な集団保育規模を確保し、

多様な保育ニーズなどへ対応するため、保育園の統合な

どの適正化を計画的に進めます。 

加えて、小中学校屋内運動場への空調設備の整備を順

次進めるとともに、小中学校プールの集約化と併せ、健

康増進や介護予防、子育て支援機能などを備えた「多世

代交流施設（市民プール等）」の整備を進めるなど、子ど

もたちの教育環境の向上を図ります。 

○福祉・医療の充実 

すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、

高め合うことができる地域共生社会の実現を目指し、複

雑化・複合化する支援ニーズに包括的に対応する「重層

的支援体制」の充実に努めます。 

また、地域医療を守るため、公的病院である「渥美病

院」の運営支援や「赤羽根診療所」の運営継続、医師確

保に向けた修学資金の貸与など、誰もが安心して暮らせ

る医療基盤の確保に努めます。 

２ 住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり 

○地域の特色を活かした産業の振興 

全国トップクラスの産出額を誇る農業分野では、引き

続き基盤整備を進めるとともに、生産性・収益性向上の

ための施設整備や機械導入などを支援し、スマート農業

を推進します。 

また、新規就農者への支援の充実などにより、次世代

を担う多様な担い手の確保・育成を後押しします。 

加えて、農業公園「サンテパルクたはら」のリニュー

アルを進め、民間活力を活用したサービスの質や魅力の

向上に努めます。 

水産業では、ＩＣＴを活用し、環境に適応した水産物の

養殖などに取り組み、生産量増大や品質向上につなげるこ

とで、安定的で持続可能な水産業の実現を目指します。 

商工業では、新たに「田原市産業会館」の開館を予定

しており、中小企業者の経営の安定・向上、雇用機会の

創出、創業・スタートアップなどを総合的に推進します。 

また、三河港田原地区における「田原公共ふ頭マイナス

１０メートル耐震強化岸壁」の完成を契機に、更なる企業

誘致を推進するとともに三河港全体の振興を図ります。 

○定住・移住、関係・交流人口の拡大 

「田原市サーフタウン構想」のモデル地区である赤羽

根地域のサーフタウン住宅地｢LaSea(ラシー)－THE 

SURFTOWN TAHARA－」の販売を促進するとともに、「民間

宅地開発等奨励金」や「定住・移住促進奨励金」などの

取組により、定住・移住人口の増加に努めます。 

また、「日本一の花の生産地」の強みを活かし、幹線道

路沿いの花壇や街路樹の整備などの景観づくりを進める

とともに、「２０２７年横浜国際園芸博覧会」への出展な

ど、「世界に誇れる花のまち」として国内外に広く発信し

ます。 

加えて、令和７年９月に登録された「みなとオアシス

伊良湖」を活用した伊良湖地域の賑わい創出や、令和８

年９月に太平洋ロングビーチで開催される「２０２６ア

ジア競技大会サーフィン競技」など、本市の強みである

自然や景観、産業などの地域資源を活かした取組を推進

し、関係人口や交流人口の拡大につなげます。 

３ 未来につながるまちづくり 

○安心・安全で快適なまちづくり 

防災分野では、能登半島地震を教訓として、道路や橋

りょう、上下水道、公共交通などの公共インフラを適切

に維持管理し、計画的に長寿命化を図るとともに、河川

や水路、漁港、港湾についても、機能保全や機能強化に

努め、災害に強い地域づくりを推進します。 

また、南海トラフ地震の発生によって、半島先端地域

で長期的な孤立が危惧される中で、防災機能を強化し、

渥美半島の半島防災に早期に対応するため、半島先端ま

での一般道路などを活用し、機能強化につながる「強靱

で信号のない道路」について、早期整備に向けて愛知県

と連携して取り組みます。 

加えて、「浜松湖西豊橋道路」をはじめとする広域幹線

道路ネットワークの整備促進に努めます。 

○持続可能なまちづくり 

豊橋市と共同で整備する「豊橋田原ごみ処理施設」をは

じめ、ごみ処理広域化に向けた取組を着実に推進します。 

また、二酸化炭素排出量を２０５０年までに実質ゼロ

にする「たはらゼロカーボンシティ」の実現に向け、脱

炭素に資する取組をより一層促進するため、再生可能エ

ネルギー設備の導入などを支援します。 

加えて、さまざまな分野においてデジタル技術を活用

した取組を積極的に推進し、利便性向上や負担軽減につ

ながる市民サービスを実現するとともに、デジタル技術

の活用による地域の課題解決や活性化につなげます。 

 

 

 

 

第２次総合計画では、「まちに活気・まちに愛着・まち

に自信」をキャッチフレーズに“豊かな自然と魅力的な人

に恵まれ、活気に満ちたまち”を目指しています。 

令和７年度は「アウトドアのまち したら」の実現に向

けて、オリエンテーリングをはじめとした多様なアウトド

ア事業を展開しました。令和８年度には、ＤＸの更なる推

進を図りつつ、次のことを重点施策として実行します。 

 

 

１ みんなが主役の全員協働のまちづくり 

町民一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自

覚し、その役割と責任を果たしながら力を合わせ、地域

課題の解決に取り組むまちづくりを目指します。 

○持続可能なまちであるためには、全員協働が不可欠で

あるため、地域住民が自ら地域の現状を把握し、課題を
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洗い出したうえで、行政とともに解決に向けて行動を起

こす体制づくりを進めてまいります。 

〇こうした協働の取組の一つとして、令和７年２月には、

設楽町・したらワークス協同組合・愛知東農業協同組合・

株式会社三河の山里コミュニティーパワーの４者で、「地

域課題の解決を目的とした地域エネルギー事業等」に関

する連携協定を締結しました。将来的には、電力販売に

よる利益を地域に還元し、住民の皆さんが自らの手で地

域課題を解決できる仕組みをつくることを目指していま

す。令和８年度は、この連携をさらに発展させ、４者に

よる電力会社の設立に向けた取り組みを推進してまいり

ます。 

２ 森と水が活きる環境共生のまちづくり 

自然環境の保全と活用の取組を通じて、豊かな自然と共

生しつつ、設楽町の魅力的な資源をＰＲ・活用します。 

〇森林資源の有効活用を目的とした一般社団法人東三河

森林活用協議会では、設楽ダム工事に伴う木材の効果的な

活用施策に取り組みます。 

〇森林環境譲与税を活用して、森林境界の確定作業を重点

的に実施するとともに、森林施業の集約化を加速化してい

きます。 

〇設楽ダムの放流水を活用した水力発電事業については、

本年度もＰＦＩ等民間活力導入の検討及び関係機関との

協議を進めています。建設費の高騰や電気事業を取り巻く

諸情勢など時代の変化を見極めながら、令和１６年のダム

完成、発電開始に向けて、令和８年度も、引き続き事業実

施の準備を進めてまいります。 

３ 地域産業の魅力と活力あふれるにぎわいのまちづくり 

設楽ダム建設などの機会を活かして、地元産業の活力

と魅力を引き出し、町外からの観光人口の流入増加と関

係人口創出を図ります。 

〇３つの道の駅の特色を活かしながら、都市部と奥三河

山間部を繋げる拠点として、観光をはじめ、様々なイベ

ントにより、賑わい創出に努めます。 

〇地域産業を発展させるため、町内事業者と対話を深め、

商工業での活性化を図るため、起業、事業拡大、新商品

開発への支援をするとともに、町発注事業における町内

消費への誘発に努めます。 

〇町の主要産業である農業の維持発展のため、国、県な

どの関係機関と連携し、新規就農者、事業継承などの支

援を進めます。 

〇令和７年度は、「アウトドアのまち したら」の実現に

向けて、アウトドアまちづくり推進室を中心に、オリエ

ンテーリングをはじめとした多様なアウトドア事業を展

開し、交流人口・関係人口の拡大に取り組みました。特

に、アジアジュニア・ユースオリエンテーリング選手権

大会および設楽町合併２０周年記念オリエンテーリング

大会の開催により、国内外から多くの来訪者を迎え、設

楽町の自然や地域の魅力を広く発信する機会となりまし

た。令和８年度は、これらの成果を踏まえ、オリエンテー

リングを軸としたアウトドアスポーツの推進を図るとと

もに、地域住民や民間事業者との連携を強化し、設楽ダ

ム完成後を見据えた、持続的なアウトドア環境の整備と

人材育成に取り組みます。 

〇設楽町では、事業者の人材不足と、町民や移住希望者

の仕事不足を解消するため、総務省自治行政局が推進し

ている、「特定地域づくり事業協同組合」が設立され、事

業を開始しました。「したらワークス協同組合」では、町

内事業者の担い手確保に向けて、令和７年度はＳＮＳを

活用した情報発信を強化し、マルチワーカーとして働き

たいという問い合わせが増えるなど、少しずつ成果が表

れ始めています。採用の実績も積み上がりつつあります

が、一方で、移住希望者の住まい確保や、冬場の仕事を

どう確保していくかといった課題も見えてきました。令

和８年度は、これらの課題に丁寧に向き合いながら、地

域の事業者、関係機関と連携して、働きたい人が安心し

て働き続けられる仕組みづくりを進めていきます。 

４ 安全で快適な暮らしやすいまちづくり 

住民が将来にわたって暮らし続けることができるよう、

生活環境の整備に取り組みます。 

〇毎日の生活で欠かせない町内の国道３路線及び県道５

路線については、関係機関と調整し、町道及び林道に関

しては、優先度を考慮しながら整備促進を図ります。 

〇田口地区の公共下水道事業は、県代行による処理施設

及び幹線管渠、町による一部枝線管渠が完成し、令和３

年４月に一部供用を開始しました。今後は、引き続き町

で枝線の管渠工事等を行い、早期全面供用開始を目指し

ます。また、老朽化している同地区の水道管の更新事業

も継続して行います。 

〇いきいきしたら計画の基本理念「めざさまい ずーっと

健康 いきいきしたら」を目指し、生涯を通じた健康づ

くりの推進と地域の健康づくりネットワークの強化、住

民一人ひとりの主体的な健康づくりの支援を行います。

「からだいきいき月間１か月チャレンジ」などの健康づ

くりに関する講座などの事業を開催し、健康寿命を延ば

せるよう取り組みます。 

５ 支えあいと助けあいによる安心福祉のまちづくり 

まちに住み、働く、全ての人が支えあいながら、安心

して地域で生涯を過ごすことができる、次世代にしっか

りと繋げることができる、地域福祉の体制づくりに引き

続き取り組みます。 

〇第９期東三河広域連合介護保険事業計画（２０２４‐

２０２６）、設楽町高齢者福祉計画（２０２４‐２０２６）、

設楽町第３次障害者計画（２０２４‐２０２９）、第７期

設楽町障害福祉計画・第３期障害児福祉計画（２０２４

‐２０２６）、第３期子ども子育て支援事業計画（２０２

５‐２０２９）に基づき、 地域福祉の維持に取り組みま

す。特に令和８年度は、東三河広域連合においては第１
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【令和 8 年度重点施策】  

０期介護保険事業計画（２０２７‐２０２９）、設楽町に

おいては第４ 期高齢者福祉計画（２０２７‐２０２９）、

第８期障害福祉計画・第４期障害 児福祉計画（２０２７

‐２０２９）の策定年度です。当町計画の策定にあたっ

ては、現行計画の進捗状況を確認精査し、しっかりとし

た数値やデータを持った上で将来に備えることができる

計画の策定をめざします。  

〇未来を担う世代が安心して子育てできる環境づくりが

地域の持続の礎となります。社会保障費が増大する中、

妊娠届が受理された月の初日から出産した月の翌月の末

日までの医療費の自己負担の全額を助成することで地域

の未来を担う世代を支えます。また、子育てにとって重

要な保育は、核となる保育園が昨年度の４園から３園と

なったものの、第３期子ども子育て支援事業計画に掲げ

た「どういった子どもを育てたいか、保育を必要として

いる保護者がどういった保育が必要であるか」という点

に主眼を置き、保育園統合も含めた保育環境の維持と充

実をめざします。  

〇社会福祉協議会、飲食店など町内民間事業者と協力し

て実施する「配食サービス」は、高齢者や障碍者世帯を

地域全体で見守り、支え合う仕組みです。移動距離が遠

いなどの理由により、飲食店の配達が困難な地域へは、

シルバー人材センターへの業務委託による配達を実施す

る他、配食サービス対象者のうち治療食が必要な方へは

利用料を助成するなど、サービス格差が生じないように

努めることで、１人当たり週５食のサービス提供をめざ

します。  

〇設楽町では高齢者の移動支援として、福祉移送サービ

ス（市町村福祉有償運送事業をシルバー人材センターへ

委託）、公共交通空白地有償運送事業への補助事業（津具

地区の住民が津具地区内での通院や買い物に利用できる

津具商工会の取組「のってかっせ津具」）を実施していま

す。交通手段が限定される当町で高齢者が安心して暮ら

すには欠かせないサービスですが、運転手の確保など、

サービスを維持していくには大きな課題が有ります。健

康寿命の増進の観点から公共交通網である「おでかけ北

設」の利用を促進するなど、施策の連携で課題の解消に

努め、高齢者の移動手段を確保していきます。  

〇今年度の夏、東三河広域連合の支援をいただき、北設

楽郡３町村が協力して認知症啓発イベント「ほくせつ認

ともフェスティバル」を開催しました。このイベントが

一過性のものとならないよう、当町においては今後も認

知症カフェへの支援や映画上映などの啓発事業を実施す

る他、郡内３町村による訪問看護事業への支援を継続し

ていくことで、地域が連携した在宅医療の環境づくりに

努めます。  

〇当町で始めた「高齢者補聴器購入助成」が今年度から

東三河全市町村で実施されることになりました。財政の

厳しい折ですが、小さい自治体だからこそできる福祉施

策を着実に進め、さらには地域における福祉サービスの

選択肢が維持できるよう、近隣市町村、東三河広域連合

と共に、事業所に対する経営支援や人材確保の支援に努

めます。 

６ 人とまちの未来を育む教育文化のまちづくり 

町民が豊かな人間性を育み、まちの未来を創造する人

材として活躍することができるよう、学校教育・生涯学

習・地域文化の構築や機会づくりを行います。 

〇郡内唯一の高校である、愛知県立田口高等学校の魅力

化に取り組んでいます。令和３年度に北設楽郡３町村を

はじめ、地域の関係機関が田口高校の運営に参画できる

愛知県立田口高等学校運営協議会等が設置されました。

今後も、同学校が中学校生徒やその保護者から選ばれる

魅力ある学校となるよう、同学校はじめ関係機関等とも

連携し学校運営の支援を行うとともに、北設楽郡の要の

学校となるよう地域ぐるみで支えていきます。 

○教員の多忙化解消並びに地域との連携協力の推進のた

め、学校運営事務への地域住民の登用や中学校運動部活

動の地域展開などを積極的に進めます。 

○奥三河郷土館は、地域の魅力を発信する道の駅したら

の一施設として、また地域各所へ足を運んでいただくた

めの情報発信拠点として、多くの来場者に親しまれてい

ます。地域の自然、文化、民俗芸能などわかりやすく展

示し、設楽町の魅力を発信していきます。 

 

 

 

 

東栄町は令和７年に町制施行７０周年を迎え、７０周

年を契機とした様々な事業を展開してまいりました。多

くの方がふるさとの魅力や歩みをあらためて見つめ直し、

未来への思いを共有できたことは、本町にとって大きな

財産となりました。 

本年も、そうした ふるさとを想う気持ちを胸に各種施

策に取り組んでまいります。 

 

 

１ 豊かな文化と心を育むまちづくり 

 教育におきましては、コミュニティスクールの運用が

始まりまもなく２年を迎え、子どもたちが地域に学び地

域の人とつながる活動が活発に行われており、未来を担

う子どもたちをみんなで育てるという考え方も浸透して

きました。 

本年は教育環境のさらなる向上を図るため、ハード面の

環境整備として、小中学校それぞれの体育館にエアコン

を設置し、快適で安全な環境で教育が受けられるよう取

り組んでまいります。 

２ 安全・安心に暮らせるまちづくり 

昨年夏に町制７０周年記念事業として「防災フェア２

０２５」を開催し、住宅耐震に関する講演や地震体験車、

また防災士や事業所によるブース出展等で防災意識の向
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上を図りました。 

先月には、青森県東方沖で大きな地震がありました。

この地域も、南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくな

いと言われています。 

いざというときのための日ごろの備えと行動が確実に

できるよう、啓発や訓練を行なってまいります。 

また、迅速で確実な災害対応ができるよう、対策の拠

点となる役場庁舎につきましても、整備に向けた検討を

はじめていきたいと考えております。 

３ 活力のあるまちづくり 

昨年は、全国的に人里へのクマの出没が増え、人に危

害を及ぼすケースも多数報道されました。 

東栄町でも、被害こそありませんが、山の中に限らず、

国道での目撃例もあり、住民の不安は募っております。 

また、シカやサル、イノシシなどは日常的に人里に現

れ、農作物の食害のほか、衛生問題や交通事故など、そ

の影響は広範囲に及んでいます。 

そうした中、町では今年度から、獣害対策に専門に取

り組む地域おこし協力隊が活動しており、被害に遭わな

いための啓発に取り組んでおります。 

こうした地道な対策はもとより、根本的な対策として

は適切な森林整備が必要です。 

町としましても、森林環境譲与税関係事業やあいち森

と緑づくり事業等を通して、里山林をはじめとする森林

の整備を進め、住民のみなさんが安心して暮らせる環境

を目指して進めてまいります。 

４ 定住・交流を支えるまちづくり 

 いよいよ、この３月には、長年待ち望んだ三遠南信自

動車道の東栄インターから鳳来峡インター間が開通する

予定です。この区間の開通は本町にとって大変大きな意

味を持つものです。都市部からのアクセス向上によって、

広域交通ネットワークが強化されることで、観光交流の

拡大や産業の活性化、地域間連携の深化など、多方面で

プラスの効果が期待されます。本町の将来に向けて、確

かな追い風となるものですので、関係機関とも連携しな

がら「人が集まる目的のあるまち」となるよう取り組ん

でまいります。 

５ 協働によるまちづくり 

 東栄町は、現在、「山のめぐみをうけ ともに築く彩り

の里～幸せを実感できる最先端の田舎を目指して～」を

将来イメージとした第６次総合計画に基づき、各種施策

を進めております。 

この第６次計画がまもなく終期を迎えることから、第

７次総合計画の策定に向け、今年度は基礎調査等を行っ

ております。 

令和８年度においては、具体的な計画づくりに入って

まいります。町民のみなさんと目指すべき未来の方向性

を共有し、ともに目標に向かって歩んで行ける、より実

効性のある計画づくりをしていきたいと考えております。 

 

 

昨年１０月に住民基本台帳人口が９００人を下回り、

１０月に行われた国勢調査人口（速報値）では、さらに

少なく８３５人となりました。 

一方で、令和５年から２年続けて、転入が、転出を上ま

わる「社会増」であったことは、明るい兆しと言えます。 

この３月には三遠南信自動車道（鳳来峡～東栄間）の

開通が予定されておりますし、リニア中央新幹線は、延

期されたものの、豊根村から１時間の距離にある飯田市

に駅ができる計画もあります。 

三遠南信地域のほぼ中心部に位置する豊根村にとって、

これらの変化を大きなチャンスと捉え、今年度から第７

次総合計画（２０２８‐２０３７）の策定に着手します。 

 

 

１ 地域資源を活かしたむらづくり 

○観光振興 

「目指せ！観光交流人口１００万人」を合言葉に、茶臼

山高原での芝桜やサンパチェンスの植栽、スキー場の運

営をはじめ、芝桜、紅葉のライトアップや星空観察、茶

臼山山頂につながる遊歩道の整備など、茶臼山高原の一

層の魅力化を図ります。 

日帰り温泉施設については、今年度定めたリニューア

ル方針に基づき、基本計画の策定を行います。リニュー

アルまでの間は、今の日帰り入浴施設を維持しますが、

入浴時間の拡大や、レストランの営業日数を増やして、

利便を向上し、集客を図ります。 

国の重要文化財「熊谷家住宅」は、保存修理後の活用が

課題となっておりましたが、今回リニューアルする温泉エ

リアに位置づけ、付帯施設として有効活用を図ります。 

その他、村内観光施設間の連携強化や情報発信、新た

な観光資源の掘り起こし等、１００万人の目標達成に向

けて、引き続き取り組んでいきます。 

○森林資源の活用 

村の総面積の９割以上を占める森林において、育てる

林業から木材資源を活かす林業として「伐る、使う、植

える、育てる」循環型林業を推進するとともに、森林の

適正管理により、災害に強い森林を育成するため、「森林

環境譲与税」や「あいち森と緑づくり税」などの財源を

活用し、森林が持つ公益的機能を発揮できる森づくりを

進めていきます。 

村の森林の６割以上が、村外所有者であり、管理がで

きずに放置されている森林も多いため、それらを村が寄

付を受けて、森林環境譲与税を活用して、適正管理に繋

げる仕組みづくりを行います。 

 

２ 移住定住に向けたむらづくり 

○移住定住に向けて 

豊 根 村 



 

  27  

 

【令和 8 年度重点施策】  

県内で最も人口が少ない本村は、人口減少に伴い人材

不足も深刻化しています。 

このため、豊かな自然や歴史、文化を次世代へ繋げて

いくために、地域の様々な技や知恵を持った人材の情報

発信と、「地域おこし協力隊」や「緑のふるさと協力隊」

などの外部人材の受け入れを継続していくとともに、移

住の受け皿としての、単身用村営住宅の整備や、空き家

を活用した譲渡型村営住宅のしくみづくり、移住相談窓

口の強化や、雇用の場が限定的、小規模であることから、

複数の仕事を組み合わせた新しい形態での雇用づくりや、

農林水産業や観光などの地域資源を活かした新しいビジ

ネスの起業支援を行い、Ｕ・Ｉターンの促進を図ります。 

○集落対策に向けて 

人口減少や少子高齢化により地域活力が低下する中で、

集落の維持・活性化のため、令和５年度から導入してい

る「集落支援員」制度をさらに拡大させ、地域課題の聞

き取りや整理、集落活動の支援などを行い、地域住民の

皆さんと協働して、課題解決に取り組んでまいります。 

また、住民の利便の向上と、行政事務の効率化を図る

ため、役場支所機能を、郵便局へ移転します。 

３ 安心・安全のむらづくり 

○住みやすい環境づくり 

山間地域の共通課題である情報通信の高速化や、ハン

ディがあっても地域で安心して暮らせるように、公共施

設に障がい者用トイレを増設します。 

また、環境負荷の軽減、電気代の節減、省力化のため、

公共施設の照明のＬＥＤ化を行います。 

道路、教育、医療、福祉、公共交通などについては、

関係機関との広域連携を強化しながら、住民が安心して

暮らせる地域をめざしてまいります。 

○防災力強化 

集落が散在する豊根村では、災害時の情報伝達手段と

して、無線が欠かせません。昨年度までに、戸別受信機

の整備が完了しましたので、今年度は、移動系（車載と

携帯）防災行政無線のデジタル化に取り組みます。 

また、村の全域が山間地域であり、大災害時に道路の

寸断が予測されることから、拠点避難所である「とみや

まふれあいセンター」に非常用発電装置を整備し、想定

される孤立と、長期停電に備えてまいります。 

 

 

 

令和８年度は、第６次湖西市総合計画の第Ⅱ期（令和

８年度～令和１１年度）実践計画の初年度となります。 

「暮らしやすさの向上」と「元気なまちの実現」の二

本の柱を掲げ、施策を効率的かつ効果的に推進し、次の

重点施策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

１ 公共交通と環境の持続的な発展 

デマンド型乗合タクシー「コーちゃんタクシー」やコ

ミュニティバス「コーちゃんバス」のサービス拡充・最

適化を図り、利便性と持続性を両立する公共交通体系を

整備します。あわせて、天竜浜名湖鉄道の利用促進や企

業シャトル事業の推進により、低炭素で循環型の地域社

会を目指します。 

２ 教育環境の充実と次世代の育成 

学校給食施設の整備を進め、安全で安定した給食提供

体制を確立します。不登校児童生徒への支援の充実、小

中学校の統合を見据えた教育環境の整備、ＩＣＴ活用の

推進などにより、すべての子どもが安心して学べる環境

を整えます。 

３ 医療・福祉体制の強化 

市立湖西病院と浜松医療センターとの連携を強化し、

地域全体で医療機能の分担と連携を進めます。医師・看

護師などの人材確保、開業医誘致制度の検討、病院施設

の計画的な更新などを進め、地域医療を支える持続可能

な体制を構築します。 

４ 地域経済と観光の活性化 

地場産品や観光資源を活用した体験型観光を推進し、浜名湖

観光圏全体の魅力向上を図ります。企業誘致や産業拠点整備を

進めるとともに、商工会や金融機関などとの連携による創業支

援や販路拡大を促進し、持続可能な地域経済の基盤を整えます。 

５ 安全・安心のまちづくりの推進 

地震・津波・豪雨などの自然災害に備えて、防災・減災対策

を総合的に推進します。防災・危機管理体制の強化、避難所環

境や衛生対策の充実、災害医療救護体制の整備を進め、市民が

自らの命を守る行動をとれる地域づくりを進めます。 

湖 西 市 
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